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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された警報信号の周波数に対応する周波数を備えた警報振動を発生する振動発生手
段と、
　該振動発生手段により発生された前記警報振動をユーザに伝達させるための振動伝達部
材と、
　車室内の走行振動の大きさを増減させる要因となる情報であって、車両の走行状況に応
じて値が増減することにより、前記走行振動の大きさが連動して増減される走行状況情報
を取得する走行状況情報取得手段と、
　前記走行状況情報取得手段により取得された前記走行状況情報の値が高い場合に、前記
振動発生手段に入力させるための信号が少なくとも高域の周波数を含むようにし、前記走
行状況情報の値が低い場合に、前記振動発生手段に入力させるための信号が少なくとも低
域の周波数を含むようにして、前記警報信号を生成する警報信号生成手段と
　を有し、
　前記振動伝達部材は、少なくとも低域用共振周波数と高域用共振周波数との２以上の共
振周波数を備え、
　前記警報信号生成手段は、前記走行状況情報取得手段により取得された前記走行状況情
報の値が高い場合に、前記振動発生手段に入力させるための前記信号の周波数を前記高域
用共振周波数に設定し、前記走行状況情報の値が低い場合に、前記振動発生手段に入力さ
せるための前記信号の周波数を前記低域用共振周波数に設定することにより、前記警報信
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号を生成すること
　を特徴とする車両用警報装置。
【請求項２】
　入力された警報信号の周波数に対応する周波数を備えた警報振動を発生する振動発生手
段と、
　該振動発生手段により発生された前記警報振動をユーザに伝達させるための振動伝達部
材と、
　車室内の走行振動の大きさを増減させる要因となる情報であって、車両の走行状況に応
じて値が増減することにより、前記走行振動の大きさが連動して増減される走行状況情報
を取得する走行状況情報取得手段と、
　前記走行状況情報取得手段により取得された前記走行状況情報の値が高い場合に、前記
振動発生手段に入力させるための信号が少なくとも高域の周波数を含むようにし、前記走
行状況情報の値が低い場合に、前記振動発生手段に入力させるための信号が少なくとも低
域の周波数を含むようにして、前記警報信号を生成する警報信号生成手段と
　を有し、
　前記振動伝達部材は、少なくとも低域用共振周波数と高域用共振周波数との２以上の共
振周波数を備え、
　前記警報信号生成手段は、
　前記振動発生手段に入力させるための前記信号の周波数を前記低域用共振周波数に設定
し、低域用の重み付け量を用いて信号レベルの重み付け処理を行った低域用信号と、
　前記振動発生手段に入力させるための前記信号の周波数を前記高域用共振周波数に設定
し、高域用の重み付け量を用いて信号レベルの重み付け処理を行った高域用信号とを、
　合成することによって前記警報信号を生成し、
　前記走行状況情報取得手段により取得された前記走行状況情報の値が増加した場合に、
低域用の前記重み付け処理において前記低域用の重み付け量を減少させる処理と、高域用
の前記重み付け処理において前記高域用の重み付け量を増加させる処理との、少なくとも
一方の処理を行い、
　前記走行状況情報取得手段により取得された前記走行状況情報の値が減少した場合に、
低域用の前記重み付け処理において前記低域用の重み付け量を増加させる処理と、高域用
の前記重み付け処理において前記高域用の重み付け量を減少させる処理との、少なくとも
一方の処理を行うこと
　を特徴とする車両用警報装置。
【請求項３】
　前記低域用信号は、前記低域用共振周波数を含む所定の周波数範囲で周波数をスイープ
させた低域用のスイープ信号に対して、前記低域用の重み付け量を用いて信号レベルの重
み付け処理を行った信号であり、
　前記高域用信号は、前記高域用共振周波数を含む所定の周波数範囲で周波数をスイープ
させた高域用のスイープ信号に対して、前記高域用の重み付け量を用いて信号レベルの重
み付け処理を行った信号であること
　を特徴とする請求項２に記載の車両用警報装置。
【請求項４】
　入力された警報信号の周波数に対応する周波数を備えた警報振動を発生する振動発生手
段と、
　該振動発生手段により発生された前記警報振動をユーザに伝達させるための振動伝達部
材と、
　車室内の走行振動の大きさを増減させる要因となる情報であって、車両の走行状況に応
じて値が増減することにより、前記走行振動の大きさが連動して増減される走行状況情報
を取得する走行状況情報取得手段と、
　前記走行状況情報取得手段により取得された前記走行状況情報の値が高い場合に、前記
振動発生手段に入力させるための信号が少なくとも高域の周波数を含むようにし、前記走
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行状況情報の値が低い場合に、前記振動発生手段に入力させるための信号が少なくとも低
域の周波数を含むようにして、前記警報信号を生成する警報信号生成手段と
　を有し、
　前記警報信号生成手段は、
　前記ユーザに前記警報振動を体感させることが可能な周波数範囲で周波数をスイープさ
せたスイープ信号によって前記警報信号を生成し、
　前記走行状況情報取得手段により取得された前記走行状況情報の値が高い場合に、前記
スイープ信号の高域の信号レベルを他の帯域の信号レベルよりも高く設定し、前記走行状
況情報の値が低い場合に、前記スイープ信号の低域の信号レベルを他の帯域の信号レベル
よりも高く設定すること
　を特徴とする車両用警報装置。
【請求項５】
　前記走行状況情報は、前記車両の走行速度の値、前記車両のエンジン回転数の値、ある
いは、前記車両の車室内において検出される振動センサの値のうちいずれかの値であるこ
と
　を特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の車両用警報装置。
【請求項６】
　前記警報信号生成手段は、前記振動発生手段において発生可能な振動の振動レベルを超
えないように、前記警報信号の信号レベルを調整すること
　を特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の車両用警報装置。
【請求項７】
　前記振動伝達部材は、前記ユーザが着座する車両用シートであり、
　前記振動発生手段は、前記車両用シートに内設されること
　を特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の車両用警報装置。
【請求項８】
　入力された警報信号の周波数に対応する周波数を備えた警報振動を振動発生手段で発生
させて、振動伝達部材を介して前記警報振動をユーザに伝達させる車両用警報装置の車両
用警報方法であって、
　車室内の走行振動の大きさを増減させる要因となる情報であって、車両の走行状況に応
じて値が増減することにより、前記走行振動の大きさが連動して増減される走行状況情報
を、走行状況情報取得手段が取得する走行状況情報取得ステップと、
　該走行状況情報取得ステップにおいて取得された前記走行状況情報の値が高い場合に、
前記振動発生手段に入力させるための信号が少なくとも高域の周波数を含むようにし、前
記走行状況情報の値が低い場合に、前記振動発生手段に入力させるための信号が少なくと
も低域の周波数を含むようにして、警報信号生成手段が前記警報信号を生成する警報信号
生成ステップと、
　該警報信号生成ステップにおいて生成された前記警報信号に基づいて、前記振動発生手
段が前記警報振動を発生させる警報振動発生ステップと
　を有し、
　前記振動伝達部材は、少なくとも低域用共振周波数と高域用共振周波数との２以上の共
振周波数を備え、
　前記警報信号生成ステップにおいて、前記警報信号生成手段は、前記走行状況情報取得
ステップにおいて取得された前記走行状況情報の値が高い場合に、前記振動発生手段に入
力させるための前記信号の周波数を前記高域用共振周波数に設定し、前記走行状況情報の
値が低い場合に、前記振動発生手段に入力させるための前記信号の周波数を前記低域用共
振周波数に設定することにより、前記警報信号を生成すること
　を特徴とする車両用警報方法。
【請求項９】
　入力された警報信号の周波数に対応する周波数を備えた警報振動を振動発生手段で発生
させて、振動伝達部材を介して前記警報振動をユーザに伝達させる車両用警報装置の車両



(4) JP 6576402 B2 2019.9.18

10

20

30

40

50

用警報方法であって、
　車室内の走行振動の大きさを増減させる要因となる情報であって、車両の走行状況に応
じて値が増減することにより、前記走行振動の大きさが連動して増減される走行状況情報
を、走行状況情報取得手段が取得する走行状況情報取得ステップと、
　該走行状況情報取得ステップにおいて取得された前記走行状況情報の値が高い場合に、
前記振動発生手段に入力させるための信号が少なくとも高域の周波数を含むようにし、前
記走行状況情報の値が低い場合に、前記振動発生手段に入力させるための信号が少なくと
も低域の周波数を含むようにして、警報信号生成手段が前記警報信号を生成する警報信号
生成ステップと、
　該警報信号生成ステップにおいて生成された前記警報信号に基づいて、前記振動発生手
段が前記警報振動を発生させる警報振動発生ステップと
　を有し、
　前記振動伝達部材は、少なくとも低域用共振周波数と高域用共振周波数との２以上の共
振周波数を備え、
　前記警報信号生成ステップにおいて、前記警報信号生成手段は、
　前記振動発生手段に入力させるための前記信号の周波数を前記低域用共振周波数に設定
し、低域用の重み付け量を用いて信号レベルの重み付け処理を行った低域用信号と、
　前記振動発生手段に入力させるための前記信号の周波数を前記高域用共振周波数に設定
し、高域用の重み付け量を用いて信号レベルの重み付け処理を行った高域用信号とを、
　合成することによって前記警報信号を生成し、
　前記走行状況情報取得ステップにおいて取得された前記走行状況情報の値が増加した場
合に、低域用の前記重み付け処理において前記低域用の重み付け量を減少させる処理と、
高域用の前記重み付け処理において前記高域用の重み付け量を増加させる処理との、少な
くとも一方の処理を行い、
　前記走行状況情報取得ステップにおいて取得された前記走行状況情報の値が減少した場
合に、低域用の前記重み付け処理において前記低域用の重み付け量を増加させる処理と、
高域用の前記重み付け処理において前記高域用の重み付け量を減少させる処理との、少な
くとも一方の処理を行うこと
　を特徴とする車両用警報方法。
【請求項１０】
　前記低域用信号は、前記低域用共振周波数を含む所定の周波数範囲で周波数をスイープ
させた低域用のスイープ信号に対して、前記低域用の重み付け量を用いて信号レベルの重
み付け処理を行った信号であり、
　前記高域用信号は、前記高域用共振周波数を含む所定の周波数範囲で周波数をスイープ
させた高域用のスイープ信号に対して、前記高域用の重み付け量を用いて信号レベルの重
み付け処理を行った信号であること
　を特徴とする請求項９に記載の車両用警報方法。
【請求項１１】
　入力された警報信号の周波数に対応する周波数を備えた警報振動を振動発生手段で発生
させて、振動伝達部材を介して前記警報振動をユーザに伝達させる車両用警報装置の車両
用警報方法であって、
　車室内の走行振動の大きさを増減させる要因となる情報であって、車両の走行状況に応
じて値が増減することにより、前記走行振動の大きさが連動して増減される走行状況情報
を、走行状況情報取得手段が取得する走行状況情報取得ステップと、
　該走行状況情報取得ステップにおいて取得された前記走行状況情報の値が高い場合に、
前記振動発生手段に入力させるための信号が少なくとも高域の周波数を含むようにし、前
記走行状況情報の値が低い場合に、前記振動発生手段に入力させるための信号が少なくと
も低域の周波数を含むようにして、警報信号生成手段が前記警報信号を生成する警報信号
生成ステップと、
　該警報信号生成ステップにおいて生成された前記警報信号に基づいて、前記振動発生手
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段が前記警報振動を発生させる警報振動発生ステップと
　を有し、
　前記警報信号生成ステップにおいて、前記警報信号生成手段は、
　前記ユーザに前記警報振動を体感させることが可能な周波数範囲で周波数をスイープさ
せたスイープ信号によって前記警報信号を生成し、
　前記走行状況情報取得ステップにおいて取得された前記走行状況情報の値が高い場合に
、前記スイープ信号の高域の信号レベルを他の帯域の信号レベルよりも高く設定し、前記
走行状況情報の値が低い場合に、前記スイープ信号の低域の信号レベルを他の帯域の信号
レベルよりも高く設定すること
　を特徴とする車両用警報方法。
【請求項１２】
　前記走行状況情報は、前記車両の走行速度の値、前記車両のエンジン回転数の値、ある
いは、前記車両の車室内において検出される振動センサの値のうちいずれかの値であるこ
と
　を特徴とする請求項８乃至請求項１１のいずれか１項に記載の車両用警報方法。
【請求項１３】
　前記警報信号生成ステップにおいて、前記警報信号生成手段は、
　前記振動発生手段において発生可能な振動の振動レベルを超えないように、前記警報信
号の信号レベルを調整すること
　を特徴とする請求項８乃至請求項１２のいずれか１項に記載の車両用警報方法。
【請求項１４】
　前記振動伝達部材は、前記ユーザが着座する車両用シートであり、
　前記振動発生手段は、前記車両用シートに内設されること
　を特徴とする請求項８乃至請求項１３のいずれか１項に記載の車両用警報方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用警報装置および車両用警報方法に関し、より詳細には、警報信号を振
動として振動発生手段により出力させることによって、ユーザに対して警報振動により警
報を行う車両用警報装置および車両用警報方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車両用シートにスピーカを設置したシートオーディオシステムが知られてい
る（例えば、特許文献１、特許文献２参照）。シートオーディオシステムは、ヘッドレス
ト等に設置されるフルレンジスピーカと、背もたれ部等に設置されるサブウーハーとを有
している。フルレンジスピーカは、低域から高域までの音を再生することに適したスピー
カである。また、サブウーハーは、低域を再生することに適したスピーカである。
【０００３】
　サブウーハーを、背もたれ部等の内部に埋め込むことによって、低域の信号成分が音と
して出力されるだけでなく、振動としても出力される。このため、車両用シートで発生す
る音と振動との組み合わせによって、出力音に対する臨場感を向上させることが可能にな
る。
【０００４】
　一方で、サブウーハーによる振動の出力を、車両用の警報装置として利用する方法が提
案されている（例えば、特許文献３参照）。この警報装置では、走行車両が車線を逸脱し
た場合に、運転者に対して振動による警報を行う。このように、車両用の警報装置で警報
を行う場合に、サブウーハーより出力される警報振動と警報音とを組み合わせることによ
って、運転者への警報の認知度を向上させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開２００７－６５０３８号公報
【特許文献２】特開２００８－７２１６５号公報
【特許文献３】特開２００８－１２９７１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　車両走行時には、路面振動やエンジン振動等が、車体を通じて車内に伝播される。この
ため、路面状況、走行速度、エンジンの回転数等によって、車内で体感される振動の大き
さが変化する。例えば、車両の走行速度が高い場合には、シートに伝播される路面振動や
エンジン振動等によって警報振動がマスクされて（埋もれて目立たなくなって）しまい、
運転者が警報に気付かない場合が生じ得る。
【０００７】
　一方で、車両走行に伴う騒音等によって警報音がマスクされないように、車両の走行速
度情報やエンジンの回転数情報に応じて、警報音の音量レベルを変更する警報装置が提案
されている（例えば、特開２００４－３４５５５６号公報）。車両の走行速度等に応じて
警報音の音量レベルを変更することにより、高い走行速度であっても、ユーザに警報音を
認識させることが可能になる。
【０００８】
　車両の走行速度に応じて警報音の音量レベルを変更させる技術を、車両用シートに内設
したスピーカの振動によって警報を行う警報装置に適用することが考えられる。しかしな
がら、路面状況、走行速度、エンジンの回転数等が上昇すると、走行振動も比例して比較
的大きく上昇する傾向があった。このため、車両の走行速度等に応じて単純に警報振動の
振動レベルを増加させても、走行振動の増加によって、警報振動がマスクされてしまうこ
とが多かった。従って、単純に警報振動の振動レベルを増加させても、ユーザに警報振動
を認識させることが容易ではないという問題があった。
【０００９】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、振動を発生させることによりユーザ
に警報を行う車両用警報装置および車両用警報方法であって、車両の走行状況が変化して
も、ユーザに警報振動を認識させることが可能な車両用警報装置および車両用警報方法を
提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明に係る車両用警報装置は、入力された警報信号の周
波数に対応する周波数を備えた警報振動を発生する振動発生手段と、該振動発生手段によ
り発生された前記警報振動をユーザに伝達させるための振動伝達部材と、車室内の走行振
動の大きさを増減させる要因となる情報であって、車両の走行状況に応じて値が増減する
ことにより、前記走行振動の大きさが連動して増減される走行状況情報を取得する走行状
況情報取得手段と、前記走行状況情報取得手段により取得された前記走行状況情報の値が
高い場合に、前記振動発生手段に入力させるための信号が少なくとも高域の周波数を含む
ようにし、前記走行状況情報の値が低い場合に、前記振動発生手段に入力させるための信
号が少なくとも低域の周波数を含むようにして、前記警報信号を生成する警報信号生成手
段とを有することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係る車両用警報方法は、入力された警報信号の周波数に対応する周波数
を備えた警報振動を振動発生手段で発生させて、振動伝達部材を介して前記警報振動をユ
ーザに伝達させる車両用警報装置の車両用警報方法であって、車室内の走行振動の大きさ
を増減させる要因となる情報であって、車両の走行状況に応じて値が増減することにより
、前記走行振動の大きさが連動して増減される走行状況情報を、走行状況情報取得手段が
取得する走行状況情報取得ステップと、該走行状況情報取得ステップにおいて取得された
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前記走行状況情報の値が高い場合に、前記振動発生手段に入力させるための信号が少なく
とも高域の周波数を含むようにし、前記走行状況情報の値が低い場合に、前記振動発生手
段に入力させるための信号が少なくとも低域の周波数を含むようにして、警報信号生成手
段が前記警報信号を生成する警報信号生成ステップと、該警報信号生成ステップにおいて
生成された前記警報信号に基づいて、前記振動発生手段が前記警報振動を発生させる警報
振動発生ステップとを有することを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る車両用警報装置および車両用警報方法において、走行状況情報は、車室内
の走行振動の大きさを増減させる要因となる情報である。車両の走行状況に応じて走行状
況情報の値が増減することにより、走行振動の大きさが連動して増減される。従って、走
行状況情報の値が高い場合には、走行振動が上昇した状況であると判断することができる
。
【００１３】
　ここで、走行振動の振動レベルは、一般的に、高域の周波数の振動レベルに比べて、低
域の周波数の振動レベルの方が高くなる傾向がある。また、走行振動の振動レベルは、走
行状況情報の値が高い場合に発生する振動レベルの方が、走行状況情報の値が低い場合に
発生する振動レベルに比べて、全体的に高くなる傾向がある。さらに、走行状況情報の値
が増えるに従って、走行振動の振動レベルが、全体的に高くなる傾向がある。
【００１４】
　従って、走行状況情報の値が高い場合、走行振動の振動レベルは全体的に高い状態にな
る。特に、高域の周波数の振動レベルに比べて、低域の周波数の振動レベルの方が、振動
レベルが高くなる。このため、低域の周波数範囲における走行振動の振動レベルは高域よ
りも相対的に高い振動レベルとなり、低域の周波数範囲で警報振動を発生させても、走行
振動と警報振動との間で振動レベルのレベル差を十分に確保することが難しくなる。一方
で、高域の周波数範囲における走行振動の振動レベルは、低域の周波数範囲における走行
振動の振動レベルよりも、比較的低い振動レベルとなる。このため、高域の周波数範囲で
警報振動を発生させることによって、走行振動と警報振動との間で振動レベルのレベル差
を確保することが容易となる。
【００１５】
　本発明に係る車両用警報装置および車両用警報方法では、走行状況情報の値が高い場合
に、振動発生手段に入力させるための信号が少なくとも高域の周波数を含むようにして、
警報信号を生成する。このため、振動発生手段で発生される警報振動の周波数を高い周波
数とすることができる。高域の周波数範囲で警報振動を発生させることによって、走行振
動と警報振動との間で振動レベルのレベル差を確保することが容易となる。従って、走行
状況情報の値が高い場合であっても、走行振動と警報振動との間の振動レベルのレベル差
によって、警報振動をユーザが体感し易くなり、警報の発生をユーザに認識させることが
可能になる。
【００１６】
　一方で、本発明に係る車両用警報装置および車両用警報方法では、走行状況情報の値が
低い場合に、振動発生手段に入力させるための信号が少なくとも低域の周波数を含むよう
にして、警報信号を生成する。このため、振動発生手段で発生される警報振動の周波数を
低い周波数にすることができる。
【００１７】
　ここで、走行状況情報の値が低い場合には、走行振動の振動レベルが全体的に低くなる
傾向がある。このため、低い周波数範囲において、走行振動と警報振動との間で振動レベ
ルのレベル差を確保することが容易になる。従って、振動発生手段で発生される警報振動
の周波数を低い周波数にした場合には、走行振動と警報振動との間での振動レベルのレベ
ル差によって、警報振動をユーザが体感し易くなり、警報の発生をユーザに認識させるこ
とが可能になる。
【００１８】
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　なお、警報振動の周波数を高い周波数の振動に設定すると、警報振動が振動だけでなく
音としてユーザに伝わってしまうおそれがある。しかしながら、走行状況情報の値が増加
した場合には、走行振動だけでなく走行騒音も発生し易い状況であるため、警報振動が音
になって出力されても、走行騒音によって警報振動の音がマスクされる。このため、警報
振動が音になって出力された場合であっても、振動伝達部材により警報振動が伝達され得
るユーザにだけ警報振動の音が届くことになる。従って、このユーザにのみ警報振動およ
び警報音を認識させることができる。また、警報振動の音が走行騒音等によってマスクさ
れるため、ユーザ以外の者が警報振動や警報音に気付いてしまうことを防止することがで
きる。一方で、警報振動の周波数を低い周波数に設定した場合には、警報振動が振動だけ
の状態となるため、音が発生してしまうことを防止することができる。
【００１９】
　また、上述した車両用警報装置および車両用警報方法において、前記走行状況情報は、
前記車両の走行速度の値、前記車両のエンジン回転数の値、あるいは、前記車両の車室内
において検出される振動センサの値のうちいずれかの値であってもよい。
【００２０】
　本発明に係る車両用警報装置および車両用警報方法では、警報信号生成手段が、車室内
の走行振動の大きさを増減させる要因となる情報であって、車両の走行状況に応じて値が
変動する走行状況情報を取得する。走行状況情報として、車両の走行速度の値、車両のエ
ンジン回転数の値、あるいは、車両の車室内において検出される振動センサの値とするこ
とができる。具体的には、走行状況情報として、車両速度センサやエンジン回転数検出セ
ンサなどにより常に検出されている、車両速度やエンジン回転数などのセンサ検出結果を
用いることができる。また、走行状況情報は、車室内の走行振動を振動センサで検出した
ものであってもよい。車両の走行速度が上昇すると、車両速度の上昇に応じて走行振動が
大きくなる傾向がある。エンジン回転数が上昇すると走行振動が大きくなる傾向がある。
また、振動センサの検出値が高くなると、走行振動が上昇したと判断することができる。
【００２１】
　さらに、上述した車両用警報装置において、前記振動伝達部材は、少なくとも低域用共
振周波数と高域用共振周波数との２以上の共振周波数を有し、前記警報信号生成手段は、
前記走行状況情報取得手段により取得された前記走行状況情報の値が高い場合に、前記振
動発生手段に入力させるための前記信号の周波数を前記高域用共振周波数に設定し、前記
走行状況情報の値が低い場合に、前記振動発生手段に入力させるための前記信号の周波数
を前記低域用共振周波数に設定することにより、前記警報信号を生成するものであっても
よい。
【００２２】
　また、上述した車両用警報方法において、前記振動伝達部材は、少なくとも低域用共振
周波数と高域用共振周波数との２以上の共振周波数を有し、前記警報信号生成ステップに
おいて、前記警報信号生成手段は、前記走行状況情報取得ステップにおいて取得された前
記走行状況情報の値が高い場合に、前記振動発生手段に入力させるための前記信号の周波
数を前記高域用共振周波数に設定し、前記走行状況情報の値が低い場合に、前記振動発生
手段に入力させるための前記信号の周波数を前記低域用共振周波数に設定することにより
、前記警報信号を生成するものであってもよい。
【００２３】
　本発明に係る車両用警報装置および車両用警報方法では、振動発生手段で発生された警
報振動を、振動伝達部材を介してユーザに伝達させる。しかしながら、振動伝達部材の振
動特性は、必ずしも全ての振動伝達部材において同じではなく、振動伝達部材毎に異なる
。例えば、振動発生手段に入力させる警報信号の信号レベルが高い場合であっても、一の
振動伝達部材では、ユーザに伝達される警報振動が大きく、他の振動伝達部材では、ユー
ザに伝達される警報振動が小さい場合がある。一方で、例えば、振動発生手段に入力させ
る警報信号の信号レベルが低い場合であっても、一の振動伝達部材では、ユーザに伝達さ
れる警報振動が大きく、他の振動伝達部材では、ユーザに伝達される警報振動が小さい場
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合がある。このため、走行状況情報の値に応じて、単純に振動発生手段に入力させる警報
信号の信号レベルを変更させても、ユーザが十分に認識可能な大きさの警報振動を、振動
伝達部材を介して伝達させることが容易ではないという問題があった。
【００２４】
　本発明に係る車両用警報装置および車両用警報方法では、取得された走行状況情報の値
が高い場合に、振動発生手段に入力させるための信号の周波数を高域用共振周波数に設定
し、走行状況情報の値が低い場合に、振動発生手段に入力させるための信号の周波数を低
域用共振周波数に設定する。低域用共振周波数と高域用共振周波数とは、振動伝達部材に
おいて振動を増幅させることができる周波数である。このため、低域用共振周波数または
高域用共振周波数を備えた信号を振動発生手段に入力させることにより、振動伝達部材を
介してより大きな振動をユーザに伝達することが可能になる。従って、警報振動をユーザ
に体感させ易くなり、ユーザに警報の発生を認識させることが容易になる。
【００２５】
　また、上述した車両用警報装置において、前記振動伝達部材は、少なくとも低域用共振
周波数と高域用共振周波数との２以上の共振周波数を有し、前記警報信号生成手段は、前
記振動発生手段に入力させるための前記信号の周波数を前記低域用共振周波数に設定し、
低域用の重み付け量を用いて信号レベルの重み付け処理を行った低域用信号と、前記振動
発生手段に入力させるための前記信号の周波数を前記高域用共振周波数に設定し、高域用
の重み付け量を用いて信号レベルの重み付け処理を行った高域用信号とを、合成すること
によって前記警報信号を生成し、前記走行状況情報取得手段により取得された前記走行状
況情報の値が増加した場合に、低域用の前記重み付け処理において前記低域用の重み付け
量を減少させる処理と、高域用の前記重み付け処理において前記高域用の重み付け量を増
加させる処理との、少なくとも一方の処理を行い、前記走行状況情報取得手段により取得
された前記走行状況情報の値が減少した場合に、低域用の前記重み付け処理において前記
低域用の重み付け量を増加させる処理と、高域用の前記重み付け処理において前記高域用
の重み付け量を減少させる処理との、少なくとも一方の処理を行うものであってもよい。
【００２６】
　さらに上述した車両用警報方法において、前記振動伝達部材は、少なくとも低域用共振
周波数と高域用共振周波数との２以上の共振周波数を有し、前記警報信号生成ステップに
おいて、前記警報信号生成手段は、前記振動発生手段に入力させるための前記信号の周波
数を前記低域用共振周波数に設定し、低域用の重み付け量を用いて信号レベルの重み付け
処理を行った低域用信号と、前記振動発生手段に入力させるための前記信号の周波数を前
記高域用共振周波数に設定し、高域用の重み付け量を用いて信号レベルの重み付け処理を
行った高域用信号とを、合成することによって前記警報信号を生成し、前記走行状況情報
取得ステップにおいて取得された前記走行状況情報の値が増加した場合に、低域用の前記
重み付け処理において前記低域用の重み付け量を減少させる処理と、高域用の前記重み付
け処理において前記高域用の重み付け量を増加させる処理との、少なくとも一方の処理を
行い、前記走行状況情報取得ステップにおいて取得された前記走行状況情報の値が減少し
た場合に、低域用の前記重み付け処理において前記低域用の重み付け量を増加させる処理
と、高域用の前記重み付け処理において前記高域用の重み付け量を減少させる処理との、
少なくとも一方の処理を行うものであってもよい。
【００２７】
　既に説明したように、走行状況情報の値が高い場合、走行振動の振動レベルは全体的に
高い状態になる。特に、高域の周波数の振動レベルに比べて、低域の周波数の振動レベル
の方が、振動レベルが高くなる。このため、低域の周波数範囲における走行振動の振動レ
ベルは高域よりも相対的に高い振動レベルとなり、低域の周波数範囲で警報振動を発生さ
せても、走行振動と警報振動との間で振動レベルのレベル差を確保することが難しくなる
。一方で、高域の周波数範囲における走行振動の振動レベルは、低域の周波数範囲におけ
る走行振動の振動レベルよりも、比較的低い振動レベルとなる。このため、高域の周波数
範囲で警報振動を発生させることによって、走行振動と警報振動との間で振動レベルのレ
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ベル差を確保することが容易となる。
【００２８】
　本発明に係る車両用警報装置および車両用警報方法では、走行状況情報の値が増加した
場合に、低域用の重み付け処理において低域用の重み付け量を減少させる処理と、高域用
の重み付け処理において高域用の重み付け量を増加させる処理との、少なくとも一方の処
理を行う。このように、低域用の重み付け量を減少させることにより、走行振動と警報振
動との振動レベルのレベル差を確保することが難しい低域の周波数成分の警報振動を抑制
することができる。また、高域用の重み付け量を増加させることにより、警報振動の周波
数成分を、低域の周波数成分から、走行振動と警報振動との間で振動レベルのレベル差を
確保し易い高域の周波数成分へ変化させることができる。このため、警報振動をユーザに
体感させ易くなり、ユーザに警報の発生を認識させることが容易になる。
【００２９】
　特に、低域用の重み付け量を減少させる処理と、高域用の重みづけ量を増加させる処理
との両方の処理を、走行状況情報の値に応じて行うことにより、走行振動と警報振動との
振動レベルのレベル差が生じ難い低域の周波数範囲から、走行振動と警報振動との振動レ
ベルのレベル差が生じ易い高域の周波数範囲へ、振動レベルの強さを円滑に変更すること
ができる。このため、警報振動に対するユーザの識別性を高めることができる帯域へと、
警報振動の周波数範囲を違和感なく変化させることができ、ユーザに警報の発生を認識さ
せることが容易となる。
【００３０】
　一方で、走行状況情報の値が減少した場合に、低域用の重み付け処理において低域用の
重み付け量を増加させる処理と、高域用の重み付け処理において高域用の重み付け量を減
少させる処理との、少なくとも一方の処理を行う。走行状況情報の値が減少した場合には
、走行振動の振動レベルが全体的に低くなる傾向があり、低域の周波数成分であっても、
走行振動と警報振動との間で振動レベルのレベル差を確保し易くなる。このため、高域の
重み付け量を減少させることにより、警報振動が高い周波数で振動してしまい、振動だけ
でなく音が発生してしまうことを抑制することができる。また、低域用の重み付け量を増
加させることにより、警報振動の周波数成分を、高域の周波数成分から、走行振動と警報
振動との間で振動レベルのレベル差を確保し易い低域の周波数成分へ変化させることがで
きる。このため、警報振動をユーザに体感させ易くなり、ユーザに警報の発生を認識させ
ることが容易になる。
【００３１】
　特に、走行状況情報の値が減少した場合に、低域用の重み付け量を増加させる処理と、
高域用の重みづけ量を減少させる処理との両方の処理を、走行状況情報の値に応じて行う
ことにより、走行振動と警報振動との間で振動レベルのレベル差が生じ易い低域の周波数
範囲へ、振動レベルの強さを円滑に変更することができる。このため、警報振動に対する
ユーザの識別性を高めることができる帯域へと、警報振動の周波数範囲を違和感なく変化
させることができ、ユーザに警報の発生を認識させることが容易となる。
【００３２】
　また、上述した車両用警報装置および車両用警報方法において、前記低域用信号は、前
記低域用共振周波数を含む所定の周波数範囲で周波数をスイープさせた低域用のスイープ
信号に対して、前記低域用の重み付け量を用いて信号レベルの重み付け処理を行った信号
であり、前記高域用信号は、前記高域用共振周波数を含む所定の周波数範囲で周波数をス
イープさせた高域用のスイープ信号に対して、前記高域用の重み付け量を用いて信号レベ
ルの重み付け処理を行った信号であってもよい。
【００３３】
　低域用信号が、低域用共振周波数を含む所定の周波数範囲で周波数をスイープさせた低
域用のスイープ信号に対して、低域用の重み付け量を用いて信号レベルの重み付け処理を
行った信号であっても、低域用共振周波数を含む信号であるため、振動伝達部材を介して
より大きな振動をユーザに伝達することが可能になる。また、高域用信号が、高域用共振
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周波数を含む所定の周波数範囲で周波数をスイープさせた高域用のスイープ信号に対して
、高域用の重み付け量を用いて信号レベルの重み付け処理を行った信号であっても、高域
用共振周波数を含む信号であるため、振動伝達部材を介してより大きな振動をユーザに伝
達することが可能になる。
【００３４】
　従って、低域用信号および高域用信号が、共振周波数を含む周波数範囲をスイープさせ
たスイープ信号である場合には、警報振動をユーザに体感させ易くなり、ユーザに警報の
発生を認識させることが容易になる。
【００３５】
　また、上述した車両用警報装置において、前記警報信号生成手段は、前記ユーザに前記
警報振動を体感させることが可能な周波数範囲で周波数をスイープさせたスイープ信号に
対して、帯域抽出処理を行うことによって前記警報信号を生成し、前記走行状況情報取得
手段により取得された前記走行状況情報の値が高い場合に、前記帯域抽出の対象となる周
波数範囲を高い周波数範囲に設定し、前記走行状況情報の値が低い場合に、前記帯域抽出
の対象となる周波数範囲を低い周波数範囲に設定するものであってもよい。
【００３６】
　さらに、上述した車両用警報方法では、前記警報信号生成ステップにおいて、前記警報
信号生成手段が、前記ユーザに前記警報振動を体感させることが可能な周波数範囲で周波
数をスイープさせたスイープ信号に対して、帯域抽出処理を行うことによって前記警報信
号を生成し、前記走行状況情報取得ステップにおいて取得された前記走行状況情報の値が
高い場合に、前記帯域抽出の対象となる周波数範囲を高い周波数範囲に設定し、前記走行
状況情報の値が低い場合に、前記帯域抽出の対象となる周波数範囲を低い周波数範囲に設
定するものであってもよい。
【００３７】
　既に説明したように、走行状況情報の値が高い場合には、低域の周波数範囲で警報振動
を発生させても、走行振動と警報振動との間で振動レベルのレベル差を確保することが難
しくなる。本発明に係る車両用警報装置および車両用警報方法では、取得された走行状況
情報の値が高い場合に、帯域抽出の対象となるスイープ信号の周波数範囲を、高い周波数
範囲に設定する。スイープ信号の抽出帯域を高い周波数範囲に設定することにより、走行
振動と警報振動との間で振動レベルのレベル差を確保することが容易な高域の周波数成分
を有する警報振動を発生させることが可能となる。このため、警報振動をユーザに体感さ
せ易くなり、ユーザに警報の発生を認識させることが容易になる。
【００３８】
　一方で、走行状況情報の値が低い場合に、帯域抽出の対象となるスイープ信号の周波数
範囲を低い周波数範囲に設定する。走行状況情報の値が減少した場合には、走行振動の振
動レベルが全体的に低くなる傾向があり、警報振動が低域の周波数成分からなる場合であ
っても、走行振動と警報振動との間で振動レベルのレベル差を確保し易くなる。このため
、スイープ信号の抽出帯域を低い周波数範囲に設定することにより、走行振動と警報振動
との間で振動レベルのレベル差を確保することが容易な低域の周波数成分を有する警報振
動を発生させることが可能となる。従って、警報振動をユーザに体感させ易くなり、ユー
ザに警報の発生を認識させることが容易になる。
【００３９】
　また、上述した車両用警報装置において、前記警報信号生成手段は、前記走行状況情報
取得手段により取得された前記走行状況情報の値が増加した場合に、前記帯域抽出の対象
となる周波数範囲のうち高域側のカットオフ周波数の値をより高い周波数に変更し、前記
走行状況情報の値が減少した場合に、前記高域側のカットオフ周波数の値をより低い周波
数に変更するものであってもよい。
【００４０】
　さらに、上述した車両用警報方法では、前記警報信号生成ステップにおいて、前記警報
信号生成手段が、前記走行状況情報取得ステップにおいて取得された前記走行状況情報の
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値が増加した場合に、前記帯域抽出の対象となる周波数範囲のうち高域側のカットオフ周
波数の値をより高い周波数に変更し、前記走行状況情報の値が減少した場合に、前記高域
側のカットオフ周波数の値をより低い周波数に変更するものであってもよい。
【００４１】
　走行状況情報の値が増加した場合に、帯域抽出の対象となるスイープ信号の周波数範囲
のうち高域側のカットオフ周波数の値をより高い周波数に変更することにより、走行振動
と警報振動との間で振動レベルのレベル差を確保することが容易な高域の周波数成分を含
む警報振動を発生させることが可能となる。このため、警報振動をユーザに体感させ易く
なり、ユーザに警報の発生を認識させることが容易になる。
【００４２】
　また、走行状況情報の値が減少した場合には、走行振動の振動レベルが全体的に低くな
る傾向があり、警報振動が低域の周波数成分からなる場合であっても、走行振動と警報振
動との間で振動レベルのレベル差を確保し易くなる。このため、走行状況情報の値が減少
した場合に、高域側のカットオフ周波数の値をより低い周波数に変更することにより、警
報振動の周波数範囲を、レベル差の確保が容易な低域の周波数範囲に変更させることが可
能になる。また、高域側のカットオフ周波数の値をより低い周波数に変更することにより
、高い周波数の警報振動の発生に伴って生じ得る音の発生を抑制することができる。
【００４３】
　また、上述した車両用警報装置において、前記警報信号生成手段は、前記走行状況情報
取得手段により取得された前記走行状況情報の値が増加した場合に、前記帯域抽出の対象
となる周波数範囲のうち低域側のカットオフ周波数の値をより高い周波数に変更し、前記
走行状況情報の値が減少した場合に、前記低域側のカットオフ周波数の値をより低い周波
数に変更するものであってもよい。
【００４４】
　さらに、上述した車両用警報方法では、前記警報信号生成ステップにおいて、前記警報
信号生成手段が、前記走行状況情報取得ステップにおいて取得された前記走行状況情報の
値が増加した場合に、前記帯域抽出の対象となる周波数範囲のうち低域側のカットオフ周
波数の値をより高い周波数に変更し、前記走行状況情報の値が減少した場合に、前記低域
側のカットオフ周波数の値をより低い周波数に変更するものであってもよい。
【００４５】
　走行状況情報の値が増加した場合に、帯域抽出の対象となるスイープ信号の周波数範囲
のうち低域側のカットオフ周波数の値をより高い周波数に変更することにより、走行振動
と警報振動との間で振動レベルのレベル差を確保することが容易な高域の周波数範囲へ、
警報振動の周波数範囲を変更させることが可能になる。このため、警報振動をユーザに体
感させ易くなり、ユーザに警報の発生を認識させることが容易になる。
【００４６】
　また、走行状況情報の値が減少した場合には、走行振動の振動レベルが全体的に低くな
る傾向があり、警報振動が低域の周波数成分からなる場合であっても、走行振動と警報振
動との間で振動レベルのレベル差を確保し易くなる。このため、走行状況情報の値が減少
した場合に、低域側のカットオフ周波数の値をより低い周波数に変更することにより、走
行振動と警報振動との間で振動レベルのレベル差を確保することが容易な低域の周波数成
分を含む警報振動を発生させることが可能となる。このため、警報振動をユーザに体感さ
せ易くなり、ユーザに警報の発生を認識させることが容易になる。
【００４７】
　また、上述した車両用警報装置において、前記警報信号生成手段は、前記ユーザに前記
警報振動を体感させることが可能な周波数範囲で周波数をスイープさせたスイープ信号に
よって前記警報信号を生成し、前記走行状況情報取得手段により取得された前記走行状況
情報の値が高い場合に、前記スイープ信号の高域の信号レベルを他の帯域の信号レベルよ
りも高く設定し、前記走行状況情報の値が低い場合に、前記スイープ信号の低域の信号レ
ベルを他の帯域の信号レベルよりも高く設定するものであってもよい。
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【００４８】
　さらに、上述した車両用警報方法は、前記警報信号生成ステップにおいて、前記警報信
号生成手段が、前記ユーザに前記警報振動を体感させることが可能な周波数範囲で周波数
をスイープさせたスイープ信号によって前記警報信号を生成し、前記走行状況情報取得ス
テップにおいて取得された前記走行状況情報の値が高い場合に、前記スイープ信号の高域
の信号レベルを他の帯域の信号レベルよりも高く設定し、前記走行状況情報の値が低い場
合に、前記スイープ信号の低域の信号レベルを他の帯域の信号レベルよりも高く設定する
ものであってもよい。
【００４９】
　既に説明したように、走行状況情報の値が高い場合には、低域の周波数範囲で警報振動
を発生させても、走行振動と警報振動との間で振動レベルのレベル差を確保することが難
しくなる。本発明に係る車両用警報装置および車両用警報方法では、取得された走行状況
情報の値が高い場合に、前記スイープ信号の高域の信号レベルを他の帯域の信号レベルよ
りも高く設定する。スイープ信号の高域の信号レベルを高く設定することにより、走行振
動と警報振動との間で振動レベルのレベル差を確保することが容易な高域の周波数成分を
有する警報振動を、より大きな振動として発生させることが可能となる。このため、警報
振動をユーザに体感させ易くなり、ユーザに警報の発生を認識させることが容易になる。
【００５０】
　一方で、走行状況情報の値が低い場合に、低域の信号レベルを他の帯域の信号レベルよ
りも高く設定する。走行状況情報の値が低い場合には、走行振動の振動レベルが全体的に
低くなる傾向があり、警報振動が低域の周波数成分からなる場合であっても、走行振動と
警報振動との間で振動レベルのレベル差を確保し易くなる。このため、スイープ信号の低
域の信号レベルを他の帯域の信号レベルよりも高く設定することにより、走行振動と警報
振動との間で振動レベルのレベル差を確保することが容易な低域の周波数成分を有する警
報振動を、より大きな振動として発生させることが可能となる。従って、警報振動をユー
ザに体感させ易くなり、ユーザに警報の発生を認識させることが容易になる。
【００５１】
　また、上述した車両用警報装置において、前記警報信号生成手段は、前記振動発生手段
において発生可能な振動の振動レベルを超えないように、前記警報信号の信号レベルを調
整するものであってもよい。
【００５２】
　さらに、上述した車両用警報方法は、前記警報信号生成ステップにおいて、前記警報信
号生成手段が、前記振動発生手段において発生可能な振動の振動レベルを超えないように
、前記警報信号の信号レベルを調整するものであってもよい。
【００５３】
　本発明に係る車両用警報装置および車両用警報方法では、振動発生手段に入力させる警
報信号の信号レベルを、振動発生手段において発生可能な振動の振動レベルを超えないよ
うに調整を行う。このため、振動に歪み等を発生させることなく、十分な振動レベルの警
報振動を発生させることができ、ユーザに警報の発生を認識させることが容易になる。
【００５４】
　また、上述した車両用警報装置および車両用警報方法において、前記振動伝達部材は、
前記ユーザが着座する車両用シートであり、前記振動発生手段は、前記車両用シートに内
設されるものであってもよい。
【００５５】
　車両用警報装置および車両用警報方法において、ユーザが着座する車両用シートを振動
伝達部材として用いることにより、車両走行時にユーザに対して確実に振動を伝達するこ
とが可能になる。
【発明の効果】
【００５６】
　本発明に係る車両用警報装置および車両用警報方法では、走行状況情報の値が高い場合
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に、振動発生手段に入力させるための信号が少なくとも高域の周波数を含むようにして、
警報信号を生成する。このため、振動発生手段で発生される警報振動の周波数を高い周波
数とすることができる。高域の周波数範囲で警報振動を発生させることによって、走行振
動と警報振動との間で振動レベルのレベル差を確保することが容易となる。従って、走行
状況情報の値が高い場合であっても、走行振動と警報振動との間の振動レベルのレベル差
によって、警報振動をユーザが体感し易くなり、警報の発生をユーザに認識させることが
可能になる。
【００５７】
　一方で、本発明に係る車両用警報装置および車両用警報方法では、走行状況情報の値が
低い場合に、振動発生手段に入力させるための信号が少なくとも低域の周波数を含むよう
にして、警報信号を生成する。このため、振動発生手段で発生される警報振動の周波数を
低い周波数にすることができる。
【００５８】
　ここで、走行状況情報の値が低い場合には、走行振動の振動レベルが全体的に低くなる
傾向がある。このため、低い周波数範囲において、走行振動と警報振動との間で振動レベ
ルのレベル差を確保することが容易になる。従って、振動発生手段で発生される警報振動
の周波数を低い周波数にした場合には、走行振動と警報振動との間での振動レベルのレベ
ル差によって、警報振動をユーザが体感し易くなり、警報の発生をユーザに認識させるこ
とが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】実施例１に係る車両用警報装置の概略構成を示したブロック図である。
【図２】実施例１に係る測定信号のスイープ周波数範囲を０Ｈｚから３５０Ｈｚまでとし
た場合に、マイクロフォンで測定された振動の周波数特性を示した図である。
【図３】（ａ）は、実施例１に係る低域用スイープ信号の振幅特性を示した図である。（
ｂ）は、実施例１に係る高域用スイープ信号の振幅特性を示した図である。
【図４】（ａ）は、実施例１に係る低域用スイープ信号の周波数特性を示した図である。
（ｂ）は、実施例１に係る高域用スイープ信号の周波数特性を示した図である。
【図５】（ａ）は、実施例１に係る低域用パターン信号の振幅特性を示した図である。（
ｂ）は、実施例１に係る高域用パターン信号の振幅特性を示した図である。
【図６】（ａ）は、車両の走行速度と、重み付け量との対応関係を、高域用パターン信号
と低域用パターン信号とのそれぞれについて示した図である。（ｂ）は、車両の走行速度
が３０ｋｍ／ｈの場合の車線逸脱時の振動パターンの振幅特性を示した図である。
【図７】（ａ）は、車両の走行速度が３０ｋｍ／ｈの場合に、警報信号に基づいて車両用
シートに発生する振動の周波数特性を示した図である。（ｂ）は、車両の走行速度が１０
０ｋｍ／ｈの場合に、警報信号に基づいて車両用シートに発生する振動の周波数特性を示
した図である。
【図８】車両速度が１００ｋｍ／ｈの場合に、３０ｋｍ／ｈの重み付け量で生成された警
報信号に基づいて車両用シートで発生する振動の周波数特性を示した図である。
【図９】（ａ）および（ｂ）は、車両の走行速度と、重み付け量との対応関係を、高域用
パターン信号と低域用パターン信号とのそれぞれについて示した他の例の図である。
【図１０】（ａ）は、車両の走行速度が３０ｋｍ／ｈの場合に、車両用シートで検出され
る走行振動の周波数特性を示した図である。（ｂ）は、車両の走行速度が１００ｋｍ／ｈ
の場合に、車両用シートで検出される走行振動の周波数特性を示した図である。
【図１１】実施例２に係る車両用警報装置の概略構成を示したブロック図である。
【図１２】（ａ）は、スイープ振動信号の１周期分の振幅特性を示した図である。（ｂ）
は、（ａ）に示したスイープ振動信号の周波数特性を示した図である。
【図１３】（ａ）は、車線逸脱情報に基づいて生成されるパターン信号の振幅特性を示し
た図である。（ｂ）は、車両の走行速度と、走行速度に対する低域側と高域側とのカット
オフ周波数との対応関係を示した図である。
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【図１４】（ａ）は、車両の走行速度が０ｋｍ／ｈの場合に、走行速度に応じて周波数帯
域の抽出を行った抽出スイープ信号の振幅特性を示した図であり、（ｂ）は、周波数特性
を示した図である。
【図１５】（ａ）は、車両の走行速度が３０ｋｍ／ｈの場合に、走行速度に応じて周波数
帯域の抽出を行った抽出スイープ信号の振幅特性を示した図であり、（ｂ）は、周波数特
性を示した図である。
【図１６】（ａ）は、車両の走行速度が１００ｋｍ／ｈの場合に、走行速度に応じて周波
数帯域の抽出を行った抽出スイープ信号の振幅特性を示した図であり、（ｂ）は、周波数
特性を示した図である。
【図１７】（ａ）は、車両の走行速度と、走行速度に対する低域側と高域側とのカットオ
フ周波数との対応関係を示した他の図である。（ｂ）は、走行速度と重みレベルとの対応
関係を示した図である。
【図１８】（ａ）は、図１７（ａ）に示したカットオフ周波数の変化量に基づいて、走行
速度が１００ｋｍ／ｈの場合に、周波数成分の抽出が行われた抽出スイープ信号の振幅特
性を示した図であり、（ｂ）は、周波数特性を示した図である。
【図１９】（ａ）は、走行速度が１００ｋｍ／ｈの場合に、図１６（ａ）に示された抽出
スイープ信号に対して重み付けを行った重み付けスイープ信号の振幅特性を示した図であ
り、（ｂ）は、周波数特性を示した図である。
【図２０】（ａ）は、走行速度が３０ｋｍ／ｈの場合であって、３０ｋｍ／ｈのカットオ
フ周波数を用いて帯域抽出処理を行ったときに、車両用シートに発生した振動の周波数特
性を示した図である。（ｂ）は、走行速度が１００ｋｍ／ｈの場合であって、３０ｋｍ／
ｈのカットオフ周波数を用いて帯域抽出処理を行ったときに、車両用シートに発生した振
動の周波数特性を示した図である。
【図２１】（ａ）は、走行速度が１００ｋｍ／ｈの場合であって、１００ｋｍ／ｈのカッ
トオフ周波数を用いて帯域抽出処理が行われた抽出スイープ信号に基づいて、車両用シー
トに発生した振動の周波数特性を示した図である。（ｂ）は、走行速度が１００ｋｍ／ｈ
の場合であって、１００ｋｍ／ｈのカットオフ周波数を用いて帯域抽出処理が行われた抽
出スイープ信号に対して振幅の重み付け処理を行った場合に、車両用シートに発生した振
動の周波数特性を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００６０】
　以下、本発明に係る車両用警報装置の一例を示し、図面を用いて詳細に説明する。実施
の形態では、本発明に係る車両用警報装置の一例として、実施例１と実施例２との２つの
構成に基づいて説明を行う。
【００６１】
　［実施例１］
　実施例１に係る車両用警報装置では、振動発生手段によって発生された振動を、振動伝
達部材を介してユーザに伝達することによって、ユーザに対して警報を行う。例えば、振
動伝達部材として、車両シート等を一例として用いることができる。また、振動発生手段
として、振動を発生することが可能なスピーカ等を、一例として用いることができる。
【００６２】
　スピーカを車両用シートに内設する場合、スピーカより出力された振動は、シート内部
から表面に到達する間に、内部のクッション材等によって大きく減衰する可能性がある。
このため、車両の走行速度等に応じて、スピーカへ入力される信号の信号レベルを変更し
ても、車両用シートの表面で所望の大きさの振動を得ることが容易ではないという問題が
あった。
【００６３】
　また、車両用シートの振動特性は、車両用シートの内部の部材等によって大きく異なる
。このため、車両の走行速度等に応じて、スピーカへ入力される信号の信号レベルを変更
しても、スピーカが内設される車両用シート毎に、シートの表面に発生する振動の大きさ
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が異なるという問題があった。
【００６４】
　例えば、振動を発生させるためにスピーカへ入力される信号の信号レベルが比較的低い
場合であっても、ある車両用シートの表面では、比較的大きな振動が検出される場合があ
る。一方で、他の車両用シートの表面では、比較的小さな振動しか検出されない場合があ
る。また、スピーカへ入力される信号の信号レベルが比較的高い場合であっても、ある車
両用シートの表面では比較的小さな振動しか検出されない場合がある。一方で、他の車両
用シートの表面では大変大きな振動が検出される場合がある。
【００６５】
　このように車両用シートにスピーカを内設して警報振動を発生させる場合には、スピー
カが内設される車両用シートの内部構造等によって、シートの表面に発生する振動の振動
特性が異なる。このため、単純に、車両の走行速度等に応じてスピーカに入力される信号
の信号レベルを変更させても、警報振動をユーザに認識させることが容易ではないという
問題があった。
【００６６】
　車室内の走行振動の大きさを増減させる要因となる情報であって、車両の走行状況に応
じて値が変動する情報を走行状況情報と定義する。走行状況情報として、車両の走行速度
の値、車両のエンジン回転数の値、あるいは、車両の車室内において検出される振動セン
サの値等が該当する。
【００６７】
　走行振動は、走行状態に応じて振動レベルが変化する特徴がある。走行振動は、周波数
が低い場合に振動レベルが高くなる特徴があり、周波数の増加に反比例するようにして、
振動レベルが低下する傾向を示す。また、走行振動は、走行状況情報の値が増加すると全
体として振動レベルが増加し、走行状況情報の値が減少すると全体として振動レベルが低
下するという特徴がある。
【００６８】
　図１０（ａ）は、車両の走行速度が３０ｋｍ／ｈの場合に、車両用シートの表面で検出
される走行振動の周波数特性を一例として示した図である。また、図１０（ｂ）は、車両
の走行速度が１００ｋｍ／ｈの場合に、車両用シートの表面で検出される走行振動の周波
数特性を一例として示した図である。図１０（ａ）および図１０（ｂ）に示すように、周
波数が高くなるのに従って、走行振動の振動レベルは低下しており、全体として右肩下が
りとなる周波数特性を示している。また、同じ周波数の振動レベルを、図１０（ａ）と図
１０（ｂ）とで比較すると、走行速度が高い場合（図１０（ｂ））の方が、走行速度が低
い場合（図１０（ａ））よりも、振動レベルが相対的に高くなる傾向がある。
【００６９】
　このように、走行振動の振動特性は、走行速度が高くなると、全体の振動レベルが高く
なる傾向がある。このため、単純に、スピーカに入力される信号の信号レベルを変更させ
ても、走行振動に比べて大きな警報振動を、車両用シートで発生させることは容易ではな
いという問題がある。従って、車両の走行速度等に応じて、車両用シート等に発生させる
振動の周波数等を考慮して、警報振動を発生させることが必要である。
【００７０】
　実施例１に係る車両用警報装置では、車両用シートの振動特性と、走行振動の振動特性
とを考慮して、警報振動を発生させる場合について説明する。
【００７１】
　［車両用警報装置］
　図１は、実施例１に係る車両用警報装置の概略構成を示したブロック図である。車両用
警報装置１００は、音響特性測定部１０と、増幅部２０と、スピーカ（振動発生手段）３
０と、マイクロフォン４０と、振動信号生成部（警報信号生成手段）５０と、振動パター
ン設定部６０と、振動レベル設定部（走行状況情報取得手段、警報信号生成手段）７０と
、メモリ８０と、車両用シートの着座部（振動伝達部材）９０とを有している。
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【００７２】
　［スピーカ］
　スピーカ３０は、警報振動を発生させるための装置である。スピーカ３０として、警報
振動を発生させるために、低域音の出力性能が高いスピーカを用いることが好ましい。例
えば、コーン紙等を用いるダイナミック型のスピーカや、接触面で振動を発生させるエキ
サイタ等が適している。スピーカ３０は、車両用シートの背もたれ部や着座部の内部に設
けられる。また、スピーカ３０を内設する車両用シートとして、警報振動による警報を認
識させる必要性が高いユーザが着座するシート、例えば、運転者用の車両用シートが内設
対象になる。実施例１では、運転者用の車両用シートの着座部９０に、スピーカ３０とし
てエキサイタが内設される場合を一例として説明する。
【００７３】
　［マイクロフォン］
　マイクロフォン４０は、着座部９０の上面（表面）であって、着座した運転者が太股等
の脚部で、振動を体感することが可能な位置に設置される。マイクロフォン４０は、着座
部９０の上面に発生する振動を音に変換して測定する。なお、着座部９０の上面に発生す
る振動を検出することが可能な装置であれば、マイクロフォン４０以外の機器を用いるこ
とも可能である。例えば、マイクロフォン４０の代わりに、振動を直接収録することが可
能な振動センサ等を用いてもよい。
【００７４】
　［増幅部］
　増幅部２０は、スピーカ３０へ入力させる信号を増幅する。増幅部２０には、振動レベ
ル設定部７０において振動レベル設定が行われた警報信号と、音響特性測定部１０によっ
て生成された測定信号とが入力される。振動レベル設定部７０および音響特性測定部１０
より増幅部２０へ入力された信号は、増幅部２０において増幅処理が行われた後に、スピ
ーカ３０に対して出力される。
【００７５】
　［音響特性測定部］
　音響特性測定部１０は、予め設定した周波数範囲内で、正弦波の中心周波数をスイープ
させることによって、測定信号を生成する。そして、音響特性測定部１０で生成された測
定信号は、増幅部２０で信号レベル（振幅）の増幅が行われる。増幅部２０で増幅された
測定信号は、スピーカ３０へ出力される。増幅部２０で増幅された測定信号が、スピーカ
３０より出力されると、着座部９０の内部から上面へと振動が伝搬されて、着座部９０の
上面に振動が発生する。着座部９０の上面で発生される振動は、音に変換されて、着座部
９０の上面付近に設置されるマイクロフォン４０により収録される。音響特性測定部１０
は、マイクロフォン４０によって収録された振動音に基づいて、着座部９０における振動
の周波数特性を測定する。
【００７６】
　図２は、測定信号においてスイープさせる周波数範囲が、０Ｈｚから３５０Ｈｚまでに
設定された場合に、マイクロフォン４０で測定される振動の周波数特性を示した図である
。なお、マイクロフォン４０によって振動を音として測定しているため、測定された振動
音の大きさ（レベル）は、「信号レベル」に該当する。しかしながら、マイクロフォン４
０では、振動の測定を実質的に行っているため、説明の便宜上、「振動レベル」と称して
説明を行う。つまり、マイクロフォン４０で測定された音の信号レベルは、実質的に振動
の振動レベルを意味する。
【００７７】
　図２に示すように、測定された振動の周波数特性では、４０Ｈｚ付近と、１３０Ｈｚ付
近との２つの周波数周辺の振動レベルが、他の周波数よりも高い値を示している。この２
つの周波数は、共振周波数に該当する。共振周波数以外の周波数の振動レベルは、共振周
波数の振動レベルよりも、１０ｄＢ以上低い値を示している。
【００７８】
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　音響特性測定部１０は、測定された振動の周波数特性から、共振周波数に基づく２つ以
上のピークと、それぞれのピークにおける所定の周波数範囲を決定する。まず、音響特性
測定部１０は、測定された振動の周波数特性に基づいて、第１のピークの検出を行う。具
体的には、振動レベルの最大値を検出し、最大値を示す周波数を求める。図２に示す周波
数特性では、１３０Ｈｚが最大値を示す周波数（第１のピーク）に該当する。そして、音
響特性測定部１０は、最大値を示す振動レベルから－６ｄＢのスレッショルド（閾値）を
設定し、－６ｄＢのスレッショルドに該当する周波数範囲を検出する。図２に示す周波数
特性では、１２０Ｈｚから１３８Ｈｚまでの周波数範囲が該当する。
【００７９】
　上述したように、共振周波数以外の周波数の振動レベルは、共振周波数の振動レベルよ
りも１０ｄＢ以上低い値を示している。このため、振動レベルが最大値となる１３０Ｈｚ
の振動レベルを基準として、－６ｄＢの周波数範囲の振動レベルも、他の周波数の振動レ
ベルよりも際立って高い値を示すことになる。つまり、スレッショルドとして設定される
－６ｄＢ以内の振動レベルに該当する１２０Ｈｚから１３８Ｈｚまでの周波数範囲の振動
レベルは、他の周波数の振動レベルよりも際立って高い値となる。
【００８０】
　次に、音響特性測定部１０は、１２０Ｈｚから１３８Ｈｚまでの周波数範囲を除く他の
周波数において、最大値の振動レベルを示す周波数（第２のピーク）を求める。図２に示
す周波数範囲では、４０Ｈｚが最大値を示す周波数（第２のピーク）に該当する。そして
、音響特性測定部１０は、４０Ｈｚの振動レベルから－６ｄＢのスレッショルドを設定し
、－６ｄＢのスレッショルドに該当する周波数範囲を検出する。図２に示す周波数特性で
は、３６Ｈｚから５２Ｈｚまでの周波数範囲が該当する。この３６Ｈｚから５２Ｈｚまで
の周波数範囲の振動レベルも、他の周波数の振動レベルよりも際立って高い値となる。
【００８１】
　音響特性測定部１０は、上述した第１のピークを含む周波数範囲の下限の周波数１２０
Ｈｚおよび上限の周波数１３８Ｈｚを、高域用共振周波数範囲の下限値情報および上限値
情報として、メモリ８０に記録させる。また、音響特性測定部１０は、上述した第２のピ
ークを含む周波数範囲の下限の周波数３６Ｈｚおよび上限の周波数５２Ｈｚを、低域用共
振周波数範囲の下限値情報および上限値情報として、メモリ８０に記録させる。
【００８２】
　［メモリ］
　メモリ８０は、一般的なデータ記録手段によって構成される。例えば、一般的なハード
ディスクや、ＳＳＤ（solid state drive）、不揮発性メモリ等のように、データの記録
および読み出しが可能な記録手段であれば、特にその構成・種類は限定されるものではな
い。メモリ８０には、音響特性測定部１０によって求められた低域用共振周波数範囲の下
限値情報および上限値情報と、高域用共振周波数範囲の下限値情報および上限値情報とが
記録される。
【００８３】
　［振動信号生成部］
　振動信号生成部５０は、低域用共振周波数範囲の下限値情報および上限値情報と、高域
用共振周波数範囲の下限値情報および上限値情報とを、メモリ８０から読み出して取得す
る。振動信号生成部５０は、取得した高域用共振周波数範囲の下限値情報および上限値情
報に基づいて、１周期分の高域用スイープ信号を生成する。また、振動信号生成部５０は
、取得した低域用共振周波数範囲の下限値情報および上限値情報に基づいて、１周期分の
低域用スイープ信号を生成する。低域用スイープ信号と高域用スイープ信号とは、着座部
９０に振動を発生させるための警報信号の基礎の信号になる。実施例１に係る振動信号生
成部５０では、高域用スイープ信号と低域用スイープ信号との、２種類のスイープ信号を
生成する。
【００８４】
　なお、実施例１に係る振動信号生成部５０では、音響特性測定部１０において２箇所の
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共振周波数が検出されたため、２種類のスイープ信号を生成する構成を採用したが、音響
特性測定部１０において３箇所以上の共振周波数が検出された場合には、３種類以上のス
イープ信号を生成する構成でもよい。また、少なくとも、２種類以上のスイープ信号を生
成することが可能であればよく、３箇所以上の共振周波数が検出された場合において、い
ずれかの２つの共振周波数を選択して、２種類のスイープ信号を生成する構成であっても
よい。
【００８５】
　さらに、実施例１に係る振動信号生成部５０では、警報信号の基礎となる信号として、
スイープ信号を生成する場合を一例として説明するが、警報信号の基礎となる信号は、必
ずしも、スイープ信号に限定されない。警報信号の基礎となる信号は、少なくとも上述し
た周波数範囲（上限値と下限値との間の周波数範囲）のいずれかの周波数を含んだ信号で
あればよい。
【００８６】
　例えば、低域用の基礎となる信号として、３６Ｈｚから５２Ｈｚまでの周波数範囲に含
まれるいずれかの周波数（例えば、この周波数範囲で振動レベルが最大となる４０Ｈｚ）
からなる正弦波信号を用いてもよい。また、例えば、高域用の基礎となる信号として、１
２０Ｈｚから１３８Ｈｚまでの周波数範囲に含まれるいずれかの周波数（例えば、この周
波数範囲で振動レベルが最大となる１３０Ｈｚ）からなる正弦波信号を用いてもよい。
【００８７】
　車両用シートの共振周波数からなる正弦波信号を、警報信号の基礎となる信号として用
いる場合には、車両用シートの振動特性に適した効果的な振動を発生させることができる
。
【００８８】
　図３（ａ）は、低域用スイープ信号の振幅特性を示している。図４（ａ）は、低域用ス
イープ信号の周波数特性を示している。また、図３（ｂ）は、高域用スイープ信号の振幅
特性を示している。図４（ｂ）は、高域用スイープ信号の周波数特性を示している。低域
用スイープ信号は、図３（ａ）および図４（ａ）に示すように、下限の周波数を３６Ｈｚ
とし、上限の周波数を５２Ｈｚとして、１周期を０．５ｓｅｃとした信号である。また、
高域用スイープ信号は、図３（ｂ）および図４（ｂ）に示すように、下限の周波数を１２
０Ｈｚとし、上限の周波数を１３８Ｈｚとして、１周期を０．５ｓｅｃとした信号である
。振動信号生成部５０により生成された２種類のスイープ信号（低域用スイープ信号と高
域用スイープ信号）は、振動パターン設定部６０へ出力される。
【００８９】
　［振動パターン設定部］
　振動パターン設定部６０は、振動信号生成部５０より受信した２種類のスイープ信号に
基づいて、警報内容に応じて振動パターンを変化させたパターン信号を生成する。振動パ
ターン設定部６０には、図示を省略した警報装置が接続されている。警報装置として、例
えば、車両に搭載されている危険情報検出用の電子制御ユニット等が該当する。警報装置
は、例えば、走行車両が車線から逸脱していないかどうかを検出したり、また、車両が急
接近していないかどうかを検出したり、さらに、運転者が居眠り等をしていないかどうか
を検出したりする。警報装置は、検出結果からそれぞれの状態を判断し、振動パターン設
定部６０に対して、車線逸脱情報、車両接近情報、居眠り検知情報等の警報情報を出力す
る。
【００９０】
　振動パターン設定部６０では、警報装置より受信した警報情報の警報内容に応じて、異
なるパターン信号を生成する。図５（ａ）、図５（ｂ）は、一例として、車線逸脱情報に
基づいて生成されたパターン信号を示した図である。図５（ａ）は、低域用スイープ信号
に基づいて生成された低域用パターン信号の振幅特性を示した図である。図５（ｂ）は、
高域用スイープ信号に基づいて生成された高域用パターン信号の振幅特性を示した図であ
る。図５（ａ）（ｂ）に示す振幅特性では、１周期が０．５ｓｅｃのスイープ信号を２周
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期連続で出力した後に、振幅をゼロとして０．５ｓｅｃ出力した信号を示している。この
ため、生成されたパターン信号の１パターンの時間は、１．５ｓｅｃとなる。振動パター
ン設定部６０は、警報装置より車線逸脱情報が入力されている間、図５（ａ）に示した低
域用パターン信号と、図５（ｂ）に示した高域用パターン信号との両方の信号を、連続し
て振動レベル設定部７０へ出力し続ける。
【００９１】
　［振動レベル設定部］
　振動レベル設定部７０は、振動パターン設定部６０から受信した高域用パターン信号と
、低域用パターン信号とのそれぞれの信号レベルに重み付けを行うことにより、信号レベ
ル調整を行う。そして、振動レベル設定部７０は、重み付けが行われた、高域用パターン
信号と低域用パターン信号とを合成することにより、警報信号を生成する。
【００９２】
　振動レベル設定部７０には、図示を省略した走行状況検出装置が接続されている。走行
状況検出装置として、例えば、車両に搭載されている電子制御ユニット等であって、車両
速度検出や、エンジン回転数検出や、車室内の振動量検出等を行う装置が該当する。走行
状況検出装置は、例えば、車両の走行速度を走行速度情報として検出したり、エンジン回
転数をエンジン回転数情報として検出したり、あるいは、シート下部の車体に取り付けら
れた振動センサによって振動の大きさを車両振動情報として検出したりする。走行状況検
出装置は、検出された情報を走行状況情報として、振動レベル設定部７０に出力する。
【００９３】
　ここで、走行状況情報に該当する走行速度情報、エンジン回転数情報または車両振動情
報は、車室内における走行振動の増減の要因となる情報に該当する。また、走行状況情報
は、車両の走行状況に応じて値が変動する情報に該当する。
【００９４】
　振動レベル設定部７０では、走行状況検出装置より受信した走行状況情報の内容に基づ
いて、重み付け量を調整する。実施例１では、走行状況情報として、走行速度情報を受信
した場合を一例として示して説明する。図６（ａ）は、走行速度情報に基づいて検出され
る車両の走行速度と、重み付け量との対応関係を、高域用パターン信号と低域用パターン
信号とのそれぞれについて示した図である。なお、走行状況情報としてエンジン回転数情
報を用いる場合には、図６（ａ）に示す横軸の情報がエンジンの回転数となり、走行状況
情報として車両振動情報を用いる場合には、図６（ａ）に示す横軸の情報が振動センサに
より検出される振動のレベル数になる。
【００９５】
　図６（ａ）に示すように、振動レベル設定部７０は、走行速度が高くなるに従って、低
域用パターン信号の重み付け量を１．０から０へ減少させる。一方で、振動レベル設定部
７０は、走行速度が高くなるに従って、高域用パターン信号の重み付け量を０から１．０
へ増加させる。このように重み付け量の調整を行うことによって、低域用パターン信号（
低域用の警報信号）の信号レベルに対する高域用パターン信号（高域用の警報信号）の信
号レベルの割合を調整する。車両の走行速度が低い場合には、低域用パターン信号の信号
レベルの比率が高くなって支配的になる一方で、高域用パターン信号の信号レベルが抑制
された状態になる。一方で、車両の走行速度が高い場合には、高域用パターン信号の信号
レベルの比率が高くなって支配的になる一方で、低域用パターン信号の信号レベルが抑制
された状態になる。振動レベル設定部７０は、走行速度に基づいて決定される高域用パタ
ーン信号と低域用パターン信号との重み付け量を用いて、それぞれの信号の重み付けを行
った後に、重み付けが行われたそれぞれのパターン信号を合成することによって、警報信
号を生成する。
【００９６】
　生成された警報信号は、増幅部２０で増幅された後に、スピーカ３０へ出力される。ス
ピーカ３０は、入力された警報信号に基づいて着座部９０の上面に警報振動を発生させる
。



(21) JP 6576402 B2 2019.9.18

10

20

30

40

50

【００９７】
　なお、走行状況情報としてエンジン回転数情報や車両振動情報を用いる場合も、図６（
ａ）と同様に、低域用パターン信号の重み付け量を、エンジンの回転数や振動のレベル数
が高くなるに従って減少させ、高域用パターン信号の重み付け量を、エンジンの回転数や
振動のレベル数が高くなるに従って増加させる。
【００９８】
　図６（ｂ）は、車両の走行速度が３０ｋｍ／ｈの場合の車線逸脱時の振動パターンの振
幅特性を示している。図６（ｂ）では、図５（ａ）に示した低域用パターン信号と図５（
ｂ）に示した高域用パターン信号とを、図６（ａ）に示した３０ｋｍ／ｈの場合の重み付
け量に基づいて重み付けを行ってから合成した警報振動の振動パターンの振幅特性が示さ
れている。
【００９９】
　図７（ａ）および図７（ｂ）は、車両走行時に車両用シートに発生する振動の周波数特
性を示した図である。図７（ａ）は、車両の走行速度が３０ｋｍ／ｈの場合に、図６（ａ
）に示す重み付け量に基づいて生成された警報信号をスピーカ３０から出力させた場合の
振動の周波数特性を示している。また、図７（ｂ）は、車両の走行速度が１００ｋｍ／ｈ
の場合に、図６（ａ）に示す重み付け量に基づいて生成された警報信号をスピーカ３０か
ら出力させた場合の振動の周波数特性を示している。
【０１００】
　図７（ａ）に示した振動の周波数特性では、低域用パターン信号の周波数範囲（低域用
スイープ信号のスイープ周波数に該当する周波数範囲）の振動レベルが、際立って高い振
動レベルとして示されている。または、図７（ａ）および図７（ｂ）に示した振動の周波
数特性では、高域用パターン信号の周波数範囲（高域用スイープ信号のスイープ周波数に
該当する周波数範囲）の振動レベルが、際立って高い振動レベルとして示されている。他
の周波数（低域用スイープ信号および高域用スイープ信号のスイープ周波数以外の周波数
）では、車両走行等に応じて車体から車両用シートに伝搬する走行振動の振動レベルが示
されている。
【０１０１】
　走行振動は、図１０（ａ）（ｂ）に示すように、高域の周波数の振動レベルに比べて、
低域の周波数の振動レベルの方が、振動レベルが高くなる傾向がある。また、走行振動は
、車両の走行速度が高い場合に発生する振動レベルの方が、走行速度が低い場合に発生す
る振動レベルに比べて、全体的に振動レベルの値が高くなる傾向がある。さらに、走行速
度が上がるに従って、走行振動の振動レベルが、全体的に高くなる傾向がある。
【０１０２】
　図７（ａ）に示す周波数特性のように、車両が低速走行（３０ｋｍ／ｈ）している場合
、走行振動の振動レベルは全体的に低い状態になる。さらに、低域用パターン信号の周波
数範囲には、低域側の共振周波数が含まれるため、シートの振動特性に応じた十分な大き
さの警報振動を、低域の周波数範囲で発生させることが可能である。このため、低域用パ
ターン信号の重み付け量を等倍に近い値（１．０に近い値（図６（ａ）参照））に設定す
ることによって、走行振動の低域範囲の振動レベルと、低域用パターン信号の周波数範囲
（低域用スイープ信号のスイープ周波数範囲）の振動レベルとの間に、十分なレベル差を
確保することができる。従って、高域用パターン信号の重み付け量が少なくても（０．２
程度（図６（ａ）参照））、着座者は、低域用パターン信号による低域の振動を、車両用
シートより体感することができ、振動による警報の発生を認識することが可能になる。
【０１０３】
　一方で、図７（ｂ）に示す周波数特性のように、車両が高速走行（１００ｈｍ／ｈ）し
ている場合には、走行振動の振動レベルが全体的に高い状態となる。特に、走行振動は、
高域の周波数における振動レベルに比べて、低域の周波数における振動レベルの方が高く
なる傾向がある。このため、低域用パターン信号の重み付け量を大きい値に設定しても、
走行振動の低域範囲の振動レベルと、低域用パターン信号の周波数範囲（低域用スイープ
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信号のスイープ周波数範囲）の振動レベルとの間に、十分なレベル差を確保することが難
しくなる。
【０１０４】
　一方で、走行振動は、低域の周波数における振動レベルに比べて、高域の周波数におけ
る振動レベルの方が、振動レベルが低くなる傾向がある。さらに、高域用パターン信号の
周波数範囲（高域用スイープ信号のスイープ周波数範囲）には、高域側の共振周波数が含
まれるため、高域用パターン信号によって、車両用シートの振動特性に対応した十分な振
動を発生させることが可能である。このため、低域用パターン信号の重み付け量ではなく
、高域用パターン信号の重み付け量を等倍に近い値（１．０に近い値（図６（ａ）参照）
）に設定することによって、高域用パターン信号の周波数範囲（高域用スイープ信号のス
イープ周波数範囲）の振動レベルと、走行振動の高域範囲の振動レベルとの間に、十分な
レベル差を得ることが可能になる。従って、低域用パターン信号の重み付け量を少なくし
、高域用パターン信号の重み付け量を多くすることによって、着座者は、高域用パターン
信号による振動を、車両用シートより体感することができ、振動による警報の発生を認識
することが可能になる。
【０１０５】
　なお、図８は、図６（ａ）に示した車両の走行速度と重み付け量との対応関係に基づい
て、３０ｋｍ／ｈの場合の重み付け量を求めて警報信号を生成し、走行速度が１００ｋｍ
／ｈの場合に、３０ｋｍ／ｈのときの警報信号を用いてスピーカ３０から警報振動を発生
させるときの周波数特性を示している。３０ｋｍ／ｈのときの重み付け量に基づいて生成
される警報信号では、上述したように、低域用パターン信号の重み付け量が等倍に近い値
（１．０に近い値（図６（ａ）参照））に設定され、高域用パターン信号の重み付け量が
少ない値（０．２程度（図６（ａ）参照））に設定されることになる。しかしながら、１
００ｋｍ／ｈの場合の走行振動は、低域も高域も比較的高い振動レベルを示すことになる
ため、低域用パターン信号の重み付け量を等倍に近い値に設定しても、低域用パターン信
号によって発生する振動が、走行振動に埋もれてしまってマスクされた状態になる。この
ように、低域用パターン信号による振動が走行振動に埋もれてマスクされた状態では、走
行振動の低域範囲の振動レベルと、低域用パターン信号の周波数範囲（低域用スイープ信
号のスイープ周波数範囲）の振動レベルとの間に、十分なレベル差を確保することが難し
くなり、着座者が、警報信号による振動（警報振動）を認識することは容易ではない。
【０１０６】
　従って、車両の走行速度が高い場合（例えば、１００ｋｍ／ｈ）には、図７（ｂ）に示
したように、高域用パターン信号の重み付け量を、低域用パターン信号の重み付け量より
も多くすることによって、高域用パターン信号の周波数範囲（高域用スイープ信号のスイ
ープ周波数範囲）の振動レベルと、走行振動の高域範囲の振動レベルとの間のレベル差を
大きくすることができ、警報信号による振動（警報振動）を認識し易くすることが可能に
なる。
【０１０７】
　ここで、車両走行時には走行騒音も発生する。走行騒音は、走行振動と同様に、車両の
走行速度が高くなるに従って、騒音の音量が大きくなる。さらに、車両用シートの着座部
９０に内設されたスピーカ３０で振動を発生させる場合には、車両用シートが振動するこ
とによって、高域周波数で音が発生する場合がある。聴覚特性は、周波数が高くなると感
度も高くなるため、振動周波数が高くなるほど、振動が音として認知される傾向が強くな
る。
【０１０８】
　このため、車両の走行速度が低速である場合には、低域側の共振周波数を含む低域用パ
ターン信号の信号成分を主体として、車両用シートに警報振動を発生させることによって
、警報振動を音として認識され難くすることができる。一方で、車両の走行速度が高い場
合には、高域側の共振周波数を含む高域用パターン信号を主体として、車両用シートに警
報振動を発生させる。これによって、警報振動が音に変わる成分を、走行騒音でマスクす
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ることができる。従って、例えば、着座部９０にスピーカ３０が内設された構成であって
、高域用パターン信号による警報振動の一部が音として出力された場合には、走行騒音に
よって警報振動の音がマスクされるため、運転席以外の同乗者に、警報音を認識され難く
することができる。このため、運転席に座る着座者に対してのみ、警報を認識させること
が可能になる。
【０１０９】
　上述したように、共振周波数を用いて警報信号を生成することによって、車両用シート
毎に異なる振動特性や音響特性を考慮して、効果的な警報振動を発生させることが可能に
なる。
【０１１０】
　また、車両の走行速度や、エンジンの回転数や、車両における振動センサの検出値等に
応じて重み付け量を変化させることによって、警報信号の低域成分の信号レベルに対する
高域成分の信号レベルの割合を調整することができる。このため、走行振動に対して十分
な振動レベル差を確保した警報振動を発生させることができ、警報振動の識別性を高める
ことが可能になる。
【０１１１】
　さらに、警報信号の低域成分の信号レベルと、高域成分の信号レベルとを、走行振動の
振動レベルに応じて使い分けることによって、警報振動の振動レベルが走行振動によって
マスキングされてしまうことを防止することができる。さらに、高域において発生し得る
警報振動の音の発生を、走行騒音によってマスキングすることによって、運転席以外の同
乗者が警報振動による音の発生に気付き難くすることが可能になる。
【０１１２】
　以上、本発明に係る車両用警報装置の一例として、実施例１の車両用警報装置１００を
示し、図面を用いて詳細に説明を行った。しかしながら、本発明に係る車両用警報装置は
、必ずしも実施例１に示した例には限定されない。
【０１１３】
　例えば、実施例１では、２箇所の共振周波数を検出し、それぞれの共振周波数を含む周
波数範囲の警報信号を、高域用スイープ信号と低域用スイープ信号との２種類のスイープ
信号を用いて生成する場合について説明を行った。しかしながら、スイープ信号の種類は
２種類には限定されず、共振周波数を３箇所以上検出する場合には、周波数範囲を複数に
分けて、複数種類のスイープ信号を生成する構成にすることも可能である。例えば、３箇
所の共振周波数を検出して、それぞれの共振周波数を含む周波数範囲毎に、低域用スイー
プ信号、中域用スイープ信号、高域用スイープ信号を生成し、走行速度に応じてスイープ
信号の重み付け量を変更したり、あるいは使用するスイープ信号を選択したりすることに
よって、警報振動を発生させる構成にすることも可能である。
【０１１４】
　また、走行速度に応じて決定される重み付け量は、共振周波数において発生する振動の
振動レベルによって設定を行うことが好ましい。例えば、低域の共振周波数における振動
レベルが、高域の共振周波数における振動レベルよりも低い場合には、図９（ａ）に示す
ように、高域用パターン信号における重み付け量の増加割合を多くしてもよい。このよう
に、高域用パターン信号における重み付け量の増加割合を多くすることによって、車両の
走行速度が高くなり、高域用パターン信号により発生する振動の振動レベルが低域用パタ
ーン信号により発生する振動の振動レベルに比べて支配的になった場合に、警報振動の振
動レベルが全体として低下してしまうことを抑えることができる。また、車両の走行速度
が高くなって走行振動が大きくなった場合に、高域用スイープ信号のスイープ周波数範囲
で振動レベルを高めることができ、警報振動の振動レベルが走行振動によってマスキング
されてしまうことを低減させることができる。
【０１１５】
　また、車両の停止時および低速走行時において、低域用パターン信号に基づいて車両シ
ートに発生する振動が体感的に強い場合には、図９（ｂ）に示すように、停止時および低
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速走行時の重み付け量を、０．５程度に変更して少なくすることも可能である。このよう
に、停止時および低速走行時において、低域用パターン信号の重み付け量を少なくするこ
とによって、停止時および低速走行時に体感されるスピーカ３０からの振動が小さくなる
ため、警報振動が体感的に大きくなりすぎてしまうことを防止することができる。
【０１１６】
　なお、停止時および低速走行時では、走行振動の振動レベルが低いため、警報振動の振
動レベルが走行振動によってマスキングされるおそれは少ない。しかしながら、警報振動
の認識感度は、ユーザによってそれぞれであり、また好み等もあるため、予め複数の重み
付け量を設定項目として用意しておき、ユーザが重み付け量の選択を行うことができるよ
うにしてもよい。
【０１１７】
　また、高域用パターン信号における重み付け量と、低域用パターン信号における重み付
け量とを、それぞれ独立させて別々に設定あるいは変更する構成にすることも可能である
。例えば、車両の走行速度が高くなって走行振動が大きくなった場合に、低域用パターン
信号の重み付け量を減少させる処理と、高域用パターン信号の重み付け量を増加させる処
理との、一方または両方の処理を行う構成であってもよい。また、例えば、車両の走行速
度が低くなって走行振動が小さくなった場合に、低域用パターン信号の重み付け量を増加
させる処理と、高域用パターン信号の重み付け量を減少させる処理との、一方または両方
の処理を行う構成とすることも可能である。
【０１１８】
　［実施例２］
　次に実施例２に係る車両用警報装置を一例として示し、本発明に係る車両用警報装置に
ついて、図面を用いて詳細に説明を行う。
【０１１９】
　既に説明したように、車両走行時には、路面振動やエンジン振動等が、車体を通じて車
両用シートに伝播され、車内に走行振動が発生する。このため、路面状況、走行速度、エ
ンジンの回転数等によって、車両用シートで体感される振動の大きさが変化する。例えば
、走行速度が高い場合などでは、シートに伝播される路面振動やエンジン振動等の走行振
動によって、車両用警報装置の警報振動がマスクされてしまい、運転者が警報に気付かな
い場合が生じ得る。このため、車両の走行速度に応じて警報音の音量レベルを変更させる
技術を、車両用シートに内設されたスピーカから振動を出力する車両用警報装置に適用す
ることが考えられる。
【０１２０】
　しかしながら、スピーカの再生能力には限界がある。車両の走行速度等に応じて、スピ
ーカに入力される信号の信号レベルを高くしても、スピーカより出力される振動の振動レ
ベルが、スピーカの再生能力（出力可能レベル）を超えてしまう場合には、十分な大きさ
の警報振動を発生させることができない。車両走行に伴って車両用シートに伝播される走
行振動が、スピーカで再生可能な振動の大きさよりも大きい場合には、警報振動が走行振
動によってマスクされてしまう。このため、単純にスピーカに入力される信号の信号レベ
ルを高くしても、ユーザに警報振動を認識させることが難しいという問題があった。
【０１２１】
　従って、実施例２では、スピーカの再生能力を考慮しつつ、車両の走行状況に応じて、
ユーザに警報振動を認識させることが可能な車両用警報装置について説明を行う。
【０１２２】
　［車両用警報装置］
　図１１は、実施例２に係る車両用警報装置の概略構成を示したブロック図である。車両
用警報装置２００は、振動信号生成部（警報信号生成手段）２１０と、振動パターン設定
部２２０と、帯域抽出部（走行状況情報取得手段、警報信号生成手段）２３０と、振動レ
ベル調節部（走行状況情報取得手段、警報信号生成手段）２４０と、増幅部２５０と、ス
ピーカ（振動発生手段）２７０と、車両用シートの着座部（振動伝達部材）２８０とを有
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している。
【０１２３】
　［スピーカ］
　スピーカ２７０は、警報振動を発生させるための装置である。実施例２で用いるスピー
カ２７０も、実施例１で用いたスピーカ３０と同じ特徴を有している。警報振動を発生さ
せるため、スピーカ２７０として、低域音の出力性能が高いスピーカを用いることが好ま
しい。実施例２では、運転者用の車両用シートの着座部２８０に、スピーカ２７０として
エキサイタが内設される場合を一例として説明する。
【０１２４】
　［増幅部］
　増幅部２５０は、スピーカ２７０へ入力させる信号を増幅する。実施例２で用いる増幅
部２５０も、実施例１で用いた増幅部２０と同じ特徴を有している。増幅部２５０には、
振動レベル調節部２４０において生成された警報信号が入力される。振動レベル調節部２
４０より増幅部２５０へ入力された信号は、増幅部２５０において増幅処理が行われた後
に、スピーカ２７０に対して出力される。
【０１２５】
　［振動信号生成部］
　振動信号生成部２１０は、低域から高域までの広い周波数帯域をカバーする１周期分の
スイープ振動信号を生成する。一般的なスピーカは、振動あるいは音を再生することが可
能な周波数範囲が予め決められている。再生可能な周波数範囲に応じて、スピーカは、低
域用スピーカや、中高域用スピーカ等に分類される。振動信号生成部２１０は、予め決め
られているスピーカ２７０の再生能力に基づいて、スイープ振動信号の周波数範囲を決定
する。さらに、振動信号生成部２１０は、車両用シートの着座部２８０に着座した着座者
が振動を体感することが可能な周波数を考慮して、スイープ振動信号における周波数範囲
を決定する。着座者が振動を体感することが可能な周波数範囲は、予めスピーカ２７０が
設置された車両用シートにおいて測定される。
【０１２６】
　実施例２に係る振動信号生成部２１０では、スピーカ２７０で低域振動を発生すること
が可能な周波数範囲と、着座者が振動として低域振動を体感することが可能な周波数範囲
とを考慮して、スイープ振動信号の下限の周波数として３０Ｈｚ、上限の周波数として１
３０Ｈｚの値が設定されている。図１２（ａ）は、１周期を０．５ｓｅｃとしたときのス
イープ振動信号の振幅特性を示している。また、図１２（ｂ）は、図１２（ａ）に示した
スイープ振動信号の周波数特性を示している。振動信号生成部２１０において生成された
スイープ振動信号は、振動パターン設定部２２０へ出力される。
【０１２７】
　［振動パターン設定部］
　振動パターン設定部２２０は、振動信号生成部２１０より受信したスイープ振動信号に
基づいて、警報内容に応じて振動パターンを変化させたパターン信号を生成する。振動パ
ターン設定部２２０には、実施例１と同様に、図示を省略した警報装置が接続されている
。警報装置として、例えば、車両に搭載されている危険情報検出用の電子制御ユニット等
が該当する。警報装置は、例えば、走行車両が車線から逸脱していないかどうかを検出し
たり、また、車両が急接近していないかどうかを検出したり、さらに、運転者が居眠り等
をしていないかどうかを検出したりする。警報装置は、検出結果からそれぞれの状態を判
断し、振動パターン設定部２２０に対して、車線逸脱情報、車両接近情報、居眠り検知情
報等の警報情報を出力する。
【０１２８】
　振動パターン設定部２２０では、警報装置より受信した警報情報の警報内容に応じて、
異なるパターン信号を生成する。図１３（ａ）は、一例として、車線逸脱情報に基づいて
生成されたパターン信号の振幅特性を示した図である。図１３（ａ）に示す振幅特性では
、１周期が０．５ｓｅｃのスイープ振動信号を２周期連続で出力した後に、振幅をゼロと
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して０．５ｓｅｃ出力した信号を示している。このため、生成されたパターン信号の１パ
ターンの時間は、１．５ｓｅｃとなる。振動パターン設定部２２０は、警報装置より車線
逸脱情報が入力されている間、図１３（ａ）に示したパターン信号を、連続して帯域抽出
部２３０へ出力し続ける。
【０１２９】
　［帯域抽出部］
　帯域抽出部２３０は、振動パターン設定部２２０より受信したパターン信号に対して帯
域制限フィルタをかけることによって、パターン信号から所定の帯域を抽出する。帯域抽
出部２３０により所定帯域の抽出が行われたパターン信号を、抽出スイープ信号と称する
。
【０１３０】
　帯域抽出部２３０および振動レベル調節部２４０には、実施例１の振動レベル設定部７
０と同様に、図示を省略した走行状況検出装置が接続されている。走行状況検出装置は、
例えば、車両の走行速度を走行速度情報として検出したり、エンジン回転数をエンジン回
転数情報として検出したり、あるいは、シート下部の車体に取り付けられた振動センサに
よって振動の大きさを車両振動情報として検出したりする。走行状況検出装置は、検出さ
れた情報を走行状況情報として、帯域抽出部２３０と振動レベル調節部２４０との両方に
出力する。
【０１３１】
　実施例２においても、実施例１と同様に、走行状況情報に該当する走行速度情報、エン
ジン回転数情報または車両振動情報は、車室内における走行振動の増減の要因となる情報
に該当する。また、走行状況情報は、車両の走行状況に応じて値が変動する情報に該当す
る。
【０１３２】
　帯域抽出部２３０は、走行状況検出装置より受信した走行状況情報に基づいて、帯域制
限フィルタのカットオフ周波数を決定する。実施例２では、走行状況情報の一例である走
行速度情報に基づいて、帯域抽出部２３０が、カットオフ周波数を決定する場合について
説明する。
【０１３３】
　また、実施例２に係る帯域抽出部２３０では、低域通過フィルタと高域通過フィルタと
が２段カスケード接続された構成のものを、一例として用いる。それぞれのフィルタのタ
ップ数は２５６タップとし、最小位相のＦＩＲフィルタを適用している。低域通過フィル
タおよび高域通過フィルタとして、有限長のフィルタを用いるため、フィルタのカットオ
フ周波数を変化させても、抽出スイープ信号の周波数範囲は連続的に変化し、異音はほと
んど発生しない。
【０１３４】
　図１３（ｂ）は、走行速度情報に基づいて求められた車両の走行速度と、走行速度に対
する低域側と高域側とのカットオフ周波数との対応関係を示した図である。帯域制限フィ
ルタでは、低域側のカットオフ周波数から高域側のカットオフ周波数までの周波数範囲で
、信号の帯域抽出（信号の出力が許容される帯域の抽出）が行われる。従って、走行速度
に応じて、低域側のカットオフ周波数と高域側のカットオフ周波数とを変化させることに
よって、スピーカ２７０より出力される警報振動の周波数範囲を変更することが可能にな
る。
【０１３５】
　図１３（ｂ）に示すように、車両の走行速度に比例して、低域側のカットオフ周波数と
、高域側のカットオフ周波数とが増減する。より詳細には、車両の走行速度が高くなると
、高域側および低域側のカットオフ周波数が高い値に設定または変更され、高い周波数成
分の抽出スイープ信号が生成される。一方で、車両の走行速度が低くなると、高域側およ
び低域側のカットオフ周波数が低い値に設定または変更され、低い周波数成分の抽出スイ
ープ信号が生成される。図１３（ｂ）では、走行速度が０ｋｍ／ｈの場合に、低域側のカ
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ットオフ周波数が４５Ｈｚに設定され、高域側のカットオフ周波数が７５Ｈｚに設定され
ている。また、走行速度が１００ｋｍ／ｈの場合に、低域側のカットオフ周波数が８５Ｈ
ｚに設定され、高域側のカットオフ周波数が１１５Ｈｚに設定されている。
【０１３６】
　図１４（ａ）、図１５（ａ）および図１６（ａ）は、車両の走行速度に応じて周波数帯
域の抽出を行った抽出スイープ信号の振幅特性を示した図である。また、図１４（ｂ）、
図１５（ｂ）および図１６（ｂ）は、車両の走行速度に応じて周波数帯域の抽出を行った
抽出スイープ信号の周波数特性を示した図である。図１４（ａ）および図１４（ｂ）は、
走行速度が０ｋｍ／ｈの場合を示し、図１５（ａ）および図１５（ｂ）は、走行速度が３
０ｋｍ／ｈの場合を示し、図１６（ａ）および図１６（ｂ）は、走行速度が１００ｋｍ／
ｈの場合を示している。
【０１３７】
　図１４（ａ）（ｂ）、図１５（ａ）（ｂ）および図１６（ａ）（ｂ）に示すように、走
行速度が高くなるにしたがって、帯域抽出部２３０では、振動パターン設定部２２０より
受信したパターン信号の周波数成分のうち、より高域の周波数成分を抽出する。図１３（
ｂ）に示すように、車両の走行速度に比例して、低域側のカットオフ周波数と、高域側の
カットオフ周波数とが増減するように、カットオフ周波数を変化させることにより、走行
速度に応じて抽出スイープ信号の周波数範囲を制御することができる。
【０１３８】
　なお、走行速度に応じて、低域側のカットオフ周波数と高域側のカットオフ周波数とを
変化させる場合、図１３（ｂ）では、低域側のカットオフ周波数と高域側のカットオフ周
波数との変化量（走行速度に対するカットオフ周波数の傾き）が同じ変化量（傾き）にな
る場合を一例として示した。しかしながら、低域側のカットオフ周波数と高域側のカット
オフ周波数との変化量は、必ずしも同じ変化量に限定されるものではない。
【０１３９】
　例えば、図１７（ａ）に示すように、走行速度の増減に応じて高域側のカットオフ周波
数を変化させる一方で、低域側のカットオフ周波数を走行速度にかかわらず一定に設定す
ることも可能である。図１８（ａ）は、図１７（ａ）に示したカットオフ周波数の変化量
に基づいて、走行速度が１００ｋｍ／ｈの場合に周波数成分の抽出が行われた抽出スイー
プ信号の振幅特性を示した図である。また、図１８（ｂ）は、図１７（ａ）に示したカッ
トオフ周波数の変化量に基づいて、走行速度が１００ｋｍ／ｈの場合に周波数成分の抽出
が行われた抽出スイープ信号の周波数特性を示した図である。
【０１４０】
　このように、低域側のカットオフ周波数が一定の値（４５Ｈｚ）に設定され、走行速度
に応じて高域側のカットオフ周波数の値が上昇することにより、低速走行時には、低域寄
り周波数成分からなる抽出スイープ信号に基づいて警報振動を発生させ、高速走行時には
、低域側から高域側までの広帯域に亘って周波数が変化する抽出スイープ信号に基づいて
警報振動を発生させることができる。
【０１４１】
　帯域抽出部２３０によって帯域の抽出（帯域の制限）が行われた抽出スイープ信号は、
振動レベル調節部２４０へ出力される。
【０１４２】
　［振動レベル調節部］
　振動レベル調節部２４０は、帯域抽出部２３０によって帯域抽出が行われた抽出スイー
プ信号に対して、走行状況情報に応じて振幅の重み付けを行う。振動レベル調節部２４０
における重み付け処理では、スピーカ２７０の再生能力の限界を考慮して、重みレベル（
信号レベル（振幅値））が決定される。
【０１４３】
　図１７（ｂ）は、走行速度と重みレベルとの対応関係を示した図である。図１７（ｂ）
では、スピーカ２７０の再生余力（再生能力の上限）を考慮して、設定可能な重みレベル



(28) JP 6576402 B2 2019.9.18

10

20

30

40

50

（信号レベル：ｄＢ）が６ｄＢである場合を一例として示している。図１７（ｂ）に示す
グラフでは、１００ｋｍ／ｈまでの走行速度に比例して、重みレベルの値が増減する。走
行速度が０ｋｍ／ｈの場合には、重みレベルが０ｄＢに設定され、走行速度が１００ｋｍ
／ｈの場合には、重みレベルが６ｄＢに設定される。走行速度が１００ｋｍ／ｈに到達し
た後には、走行速度が増加しても、重みレベルが６ｄＢに維持（制限）される設定となっ
ている。走行速度が１００ｋｍ／ｈを超えた場合に重みレベルが６ｄＢに維持（制限）さ
れるため、スピーカ２７０の再生能力を超えた信号レベルの信号が、スピーカ２７０に入
力されてしまうことを防止することができる。
【０１４４】
　図１９（ａ）は、走行速度が１００ｋｍ／ｈの場合に、図１６（ａ）に示された抽出ス
イープ信号に対して、振動レベル調節部２４０で重み付けを行った抽出スイープ信号の振
幅特性を示した図である。また、図１９（ｂ）は、走行速度が１００ｋｍ／ｈの場合に、
図１６（ｂ）に示された抽出スイープ信号に対して、振動レベル調節部２４０で重み付け
を行った抽出スイープ信号の周波数特性を示した図である。以下、振動レベル調節部２４
０で重み付けが行われた信号を重み付けスイープ信号と称する。
【０１４５】
　図１９（ａ）に示される重み付けスイープ信号の振幅値と、図１６（ａ）に示される抽
出スイープ信号の振幅値とを比較すると、重み付けスイープ信号の振幅値は、抽出スイー
プ信号の振幅値に対して振幅値が２倍になっている。また、図１９（ｂ）に示される重み
付けスイープ信号の信号レベルと、図１６（ｂ）に示される抽出スイープ信号の信号レベ
ルとを比較すると、重み付けスイープ信号の信号レベルは、抽出スイープ信号の信号レベ
ルに対して６ｄＢだけ信号レベルの値が増加している。
【０１４６】
　振動レベル調節部２４０において、振幅の重み付け処理が行われた重み付けスイープ信
号は、増幅部２５０へ出力される。増幅部２５０へ出力された重み付けスイープ信号は、
増幅部２５０において増幅処理が行われた後にスピーカ２７０へ出力され、車両用シート
の着座部２８０で警報振動が発生される。
【０１４７】
　［警報振動の発生状態］
　図２０（ａ）は、走行速度が３０ｋｍ／ｈの場合であって、３０ｋｍ／ｈのカットオフ
周波数を用いて帯域抽出処理を行ったときに、車両用シートの上面に発生した振動の周波
数特性を示した図である。
【０１４８】
　ここで、車両の走行に伴って車両の内部に走行騒音等が侵入し、走行振動となって車両
用シートに振動を発生させる場合がある。走行振動は、既に説明したように、低域の周波
数では振動レベルが高くなり、周波数が高域側へ高くなるに従って、振動レベルが減少す
る傾向がある。また、走行振動は、走行速度が上がるに従って、全ての周波数範囲の振動
レベルが全体的に上昇する傾向がある。
【０１４９】
　図２０（ａ）に示すように、走行速度が３０ｋｍ／ｈ程度の比較的低速の場合には、低
域側（０．０５ｋＨｚ以下）の走行振動の振動レベルが、最高でも－１８ｄＢ程度までし
か達しない。このため、０．０５ｋＨｚから０．１ｋＨｚ程度までの範囲で帯域抽出され
た重み付けスイープ信号をスピーカ２７０から出力させた場合には、重み付けスイープ信
号の振動レベルと走行振動の振動レベルとの間に、十分なレベル差を確保することになる
。着座者は、走行振動と警報振動との違いを車両用シートにおける振動の違いから認識す
ることができる。従って、走行速度が低速である場合には、低域の周波数範囲の警報振動
によって、着座者に振動を体感させることが可能になり、警報の発生を認識させることが
できる。
【０１５０】
　さらに、走行速度が３０ｋｍ／ｈの場合には、図１７（ｂ）に示すように、数ｄＢ程度
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の重み付けが行われることになるが、この重みレベルは、スピーカ２７０の再生余力（再
生能力の上限）を考慮して設定されている。このため、スピーカ２７０に入力された重み
付けスイープ信号の信号レベルが、スピーカ２７０の再生能力を超えてしまうことを防止
することができる。従って、スピーカ２７０より出力される警報振動の振動レベルを、ス
ピーカ２７０の再生能力の範囲内に抑制しつつ、着座者に十分に認識可能な警報振動を体
感させることが可能になる。
【０１５１】
　図２０（ｂ）は、走行速度が１００ｋｍ／ｈの場合であって、帯域抽出部２３０が３０
ｋｍ／ｈに相当するカットオフ周波数で帯域抽出処理を行ったときに、車両用シートに発
生した振動の周波数特性を示した図である。図２０（ｂ）と図２０（ａ）とを比較すると
、図２０（ｂ）では、走行速度が１００ｋｍ／ｈの場合の走行振動が示されているため、
３０ｋｍ／ｈの場合の走行振動が示される図２０（ａ）に比べて、走行振動の振動レベル
が相対的に高い値を示している。このため、３０ｋｍ／ｈに相当するカットオフ周波数に
よって抽出された、０．０５ｋＨｚから０．１ｋＨｚまでの重み付けスイープ信号をスピ
ーカ２７０から出力させても、警報振動の振動レベルは走行振動に埋もれてしまう。従っ
て、警報振動の振動レベルと、走行振動の振動レベルとのレベル差を十分に確保すること
が困難となり、車両用シートの着座者に警報振動を認識させることが難しくなる。
【０１５２】
　一方で、走行振動の振動レベルとのレベル差を十分に確保するために、警報振動の振動
レベルを上げることも考えられるが、上述したように、振動レベル調節部２４０によって
振幅の重み付けが行われた重み付けスイープ信号の信号レベルは、スピーカ２７０の再生
余力（再生能力の上限）を考慮して設定されている。このため、警報振動の振動レベルを
上げてしまうと、振動レベルがスピーカ２７０の再生能力の上限を超えてしまうおそれが
あり、スピーカ２７０を破損させたり、歪みを発生させたりする可能性が生ずる。
【０１５３】
　図２１（ａ）は、走行速度が１００ｋｍ／ｈの場合であって、１００ｋｍ／ｈのカット
オフ周波数を用いて帯域抽出処理が行われた抽出スイープ信号を、スピーカ２７０より出
力させた場合に、着座部２８０に発生した振動の周波数特性を示した図である。なお、図
２１（ａ）では、振動レベル調節部２４０による振幅の重み付け処理が行われていない場
合の振動の周波数特性が示されている。
【０１５４】
　図２１（ａ）では、既に説明したように、走行振動は、走行速度が上がるに従って、全
ての周波数範囲の振動レベルが全体的に上昇する傾向がある。このため、図２０（ａ）に
比べて、図２１（ａ）では、走行振動の振動レベルが相対的に高い値を示している。しか
しながら、走行振動は、低域の周波数では振動レベルが高くなり、周波数が高域側へ高く
なるに従って、振動レベルが減少する傾向がある。一方で、帯域抽出部２３０は、図２１
（ａ）に示すように、走行速度が１００ｋｍ／ｈの場合に相当するカットオフ周波数で帯
域抽出処理を行うことによって、車両用シートに発生した警報振動の周波数範囲を高い帯
域（０．１ｋＨｚ前後）に変更することができる。このように、警報振動の周波数範囲を
高い帯域に変更することにより、重み付けスイープ信号による振動の振動レベルと、走行
振動の振動レベルとの間に、十分な振動レベル差を確保することが可能になる。従って、
走行速度が高い場合には、高域の周波数範囲が抽出された警報振動によって振動を発生さ
せることにより、着座者に振動を体感させることが可能になる。
【０１５５】
　さらに、図２１（ｂ）は、走行速度が１００ｋｍ／ｈの場合であって、１００ｋｍ／ｈ
のカットオフ周波数を用いて帯域抽出処理が行われた抽出スイープ信号に対して、振動レ
ベル調節部２４０による振幅の重み付け処理を行った場合に、着座部２８０に発生した振
動の周波数特性を示している。ここで、重み付け処理の重みレベルは、走行速度が１００
ｋｍ／ｈのときに設定される６ｄＢとなっている。この６ｄＢは、スピーカ２７０の再生
余力（再生能力の上限）を考慮して設定されており、６ｄＢの重み付けが行われても、ス
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ピーカ２７０の再生能力の上限を超えることはない。図２１（ｂ）に示すように、警報振
動に対して重み付け処理を行うことによって、図２１（ａ）に示す場合よりも、重み付け
スイープ信号の振動レベルと走行振動の振動レベルとの間に、十分な振動レベル差を確保
することが可能になる。このため、走行速度が高い場合には、高域の周波数範囲で帯域抽
出が行われた警報信号に基づいて警報振動を発生させることにより、着座者により一層大
きな振動を体感させることが可能になり、警報振動の識別性を向上させることが可能にな
る。
【０１５６】
　実施例２に係る車両用警報装置２００では、走行速度に応じて警報振動を発生させる抽
出スイープ信号の周波数範囲を帯域抽出部２３０で変化させ、さらに、スピーカ２７０の
再生余力（再生能力の上限）を考慮して、振動レベル調節部２４０で抽出スイープ信号に
対して重み付け処理を行う。このため、スピーカ２７０に入力される信号の信号レベルを
無用に増加させることなく、スピーカ２７０の再生能力の範囲内で、警報振動の振動レベ
ルを効果的に増加させることができ、識別性の高い警報振動を発生させることが可能にな
る。
【０１５７】
　以上、本発明に係る車両用警報装置および車両用警報方法について、実施例１および実
施例２を例示して、詳細に説明を行った。本発明に係る車両用警報装置および車両用警報
方法では、走行速度等の走行状況情報に基づいて、走行速度等が比較的低い場合（例えば
３０ｋｍ／ｈ）に、スピーカ等の振動発生手段に入力される信号の周波数を低い周波数に
設定する。
【０１５８】
　図１０（ａ）（ｂ）に示すように、走行速度が比較的低い場合における走行振動の低周
波数帯域の振動レベルは、走行速度が比較的高い場合の振動レベルに比べて、低い値を示
す傾向がある。このため、走行速度等が比較的低い場合に、スピーカ３０、２７０等の振
動発生手段に入力される信号の周波数を低い周波数に設定して、警報振動が発生する周波
数帯域を低い帯域に設定しても、走行振動の振動レベルと警報振動の振動レベルとの間に
、十分なレベル差を確保することが可能になる。このため、走行速度等が比較的低い場合
には、低域の警報振動を発生させることにより、着座部２８０の着座者（ユーザ）に振動
を体感させて、警報を認識させることが可能になる。
【０１５９】
　一方で、本発明に係る車両用警報装置および車両用警報方法では、走行速度等の走行状
況情報に基づいて、走行速度等が比較的高い場合（例えば１００ｋｍ／ｈ）に、スピーカ
等の振動発生手段に入力される信号の周波数を高い周波数に設定する。既に説明したよう
に、走行速度が比較的高い場合には、走行振動の振動レベルが全体的に上昇してしまうた
め、低い周波数帯域において、走行振動の振動レベルと警報振動の振動レベルとの間に、
十分なレベル差を確保することが困難となる。
【０１６０】
　しかしながら、図１０（ａ）（ｂ）に示すように、走行振動は、周波数の増加に応じて
振動レベルが右肩下がりに低下する傾向があるため、高い周波数帯域では、走行振動の振
動レベルと警報振動の振動レベルとの間で、十分なレベル差を確保することが比較的容易
である。このため、走行速度等が比較的高い場合に、振動発生手段に入力される信号の周
波数を高い周波数に設定して、警報振動が発生する周波数帯域を高い帯域に変更させるこ
とにより、着座部２８０の着座者（ユーザ）に振動を体感させて警報を認識させることが
可能になる。
【０１６１】
　特に、実施例１に係る車両用警報装置１００では、車両用シート等の振動伝達部材の振
動特性を考慮して、車両用シート等においてより大きな振動を発生させることが可能な共
振周波数を予め検出する。そして、車両用シート等に固有な共振周波数を、スピーカ３０
等の振動発生手段に入力される信号の周波数に設定して警報振動を発生させることによっ
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て、車両用シート等において、十分な強さの警報振動を、信号レベルの低い入力信号を用
いて発生させることが可能になる。このため、運転席の着座者（ユーザ）が認識可能な強
さの警報振動を発生させるために、より低い信号レベルの入力信号を用いて、効果的な体
感振動を発生させることが可能になる。
【０１６２】
　さらに、実施例２に係る車両用警報装置２００では、スピーカ２７０の再生能力の限界
を考慮して重み付け処理を行いつつ、警報振動の振動レベルと走行振動の振動レベルとの
間で、十分なレベル差を確保することが可能な周波数範囲へ、スピーカ２７０に入力され
る信号の周波数範囲を変化させる。このため、スピーカ２７０の再生能力を超える振動レ
ベルで警報振動が出力されてしまうことを防止しつつ、走行振動の振動レベルとの間に、
十分なレベル差を確保することができる。従って、運転席の着座者（ユーザ）に十分な強
さの振動を体感させて警報を認識させることが可能になる。
【０１６３】
　なお、実施例１および実施例２では、振動伝達部材として、車両用シートの着座部９０
、２８０を一例として示して説明を行ったが、振動伝達部材は、車両走行時にユーザが振
動を体感することが可能なものであればよく、車両用シートやその着座部９０、２８０に
は限定されない。例えば、車両走行時にユーザに振動を伝達することが可能なステアリン
グホイールや、ブレーキペダルや、アクセルペダルや、アームレスト等の車室内の部材を
、振動伝達部材として用いることが可能である。
【０１６４】
　また、スピーカ等に入力される信号は、実施例１に示した共振周波数による信号と、実
施例２に示した帯域抽出されたスイープ信号とを、車両の走行速度等に応じて使い分ける
構成とすることも可能である。例えば、予め設定された走行速度以下の場合には、共振周
波数による信号または帯域抽出されたスイープ信号のどちらか一方の信号を、スピーカ等
に入力される信号として設定し、予め設定された走行速度より高い速度になった場合には
、共振周波数による信号または帯域抽出されたスイープ信号のどちらか他方の信号を、ス
ピーカ等に入力される信号として設定する構成とすることも可能である。
【０１６５】
　また、共振周波数を用いて警報振動を発生させる場合においても、スピーカの再生能力
を超えないように、スピーカに入力される警報信号の信号レベルを調整することが望まし
い。スピーカの再生能力を超えないように入力される警報信号の信号レベルを調整するこ
とにより、警報振動に歪み等が発生したり、スピーカを破損させたりすることを防止しつ
つ、十分な振動レベルの振動を発生させることができ、ユーザに警報の発生を認識させる
ことが容易になる。
【０１６６】
　さらに、実施例２に示した車両用警報装置２００では、振動信号生成部２１０において
スイープ信号を生成し、帯域抽出部２３０が、走行状況情報の値に応じてスイープ信号の
帯域抽出を行う場合について説明した。しかしながら、車両用警報装置２００において用
いられるスイープ信号は、必ずしも帯域抽出が行われるものには限定されはない。例えば
、走行状況情報の値が高い場合に、スイープ信号が高域の周波数成分を含み、高域の信号
レベルが他の帯域の信号レベルよりも高く設定されていればよい。また、走行状況情報の
値が低い場合に、スイープ信号が低域の周波数成分を含み、低域の信号レベルが他の帯域
の信号レベルよりも高く設定されていればよい。
【０１６７】
　既に説明したように、走行状況情報の値が高い場合には、低域の周波数範囲で警報振動
を発生させても、走行振動と警報振動との間で振動レベルのレベル差を確保することが難
しくなる。このため、走行状況情報の値が高い場合に、スイープ信号の高域の信号レベル
が他の帯域の信号レベルよりも高く設定されていれば、走行振動と警報振動との間で振動
レベルのレベル差を確保することが容易な高域の周波数成分を有する警報振動を、より大
きな振動として発生させることが可能となる。このため、警報振動をユーザに体感させ易
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【０１６８】
　一方で、走行状況情報の値が低い場合には、走行振動の振動レベルが全体的に低くなる
傾向があり、警報振動が低域の周波数成分からなる場合であっても、走行振動と警報振動
との間で振動レベルのレベル差を確保し易くなる。このため、走行状況情報の値が低い場
合に、スイープ信号の低域の信号レベルが他の帯域の信号レベルよりも高く設定されてい
れば、走行振動と警報振動との間で振動レベルのレベル差を確保することが容易な低域の
周波数成分を有する警報振動を、より大きな振動として発生させることが可能となる。従
って、警報振動をユーザに体感させ易くなり、ユーザに警報の発生を認識させることが容
易になる。
【符号の説明】
【０１６９】
１０   …音響特性測定部
２０、２５０   …増幅部
３０、２７０   …スピーカ（振動発生手段）
４０   …マイクロフォン
５０、２１０   …振動信号生成部（警報信号生成手段）
６０、２２０   …振動パターン設定部
７０   …振動レベル設定部（走行状況情報取得手段、警報信号生成手段）
８０   …メモリ
９０、２８０   …車両用シートの着座部（振動伝達部材）
１００、２００  …車両用警報装置
２３０   …帯域抽出部（走行状況情報取得手段、警報信号生成手段）
２４０   …振動レベル調節部（走行状況情報取得手段、警報信号生成手段）
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